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Ｂ
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例
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司
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１　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
の
意
義
等
に
つ
い
て

　
　

２　

賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て

　
　

３　

民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
「
明
渡
し
か
ら
の
保
護
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
（
以
上
、
本
巻
本
号
）

　

二　

比
較
衡
量
そ
れ
自
体
に
か
か
わ
る
裁
判
例

Ⅲ　

総
括

Ⅱ　

賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
を
め
ぐ
る
住
居
使
用
賃
貸
借
関
係
の
解
約
告
知
に
関
す
る
裁
判
例
の
判
断
枠
組
み

　

一　

比
較
衡
量
の
前
提
と
な
る
こ
と
が
ら
に
か
か
わ
る
裁
判
例

　

そ
れ
で
は
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
を
め
ぐ
る
住
居
使
用
賃
貸
借
関
係
の
解
約
告
知
に
関
す
る
裁
判
例
、
す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四

条
の
解
釈
・
適
用
に
関
す
る
裁
判
例
を
包
括
的
に
考
察
し
、
そ
の
判
断
枠
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
に
入
る
こ
と
に
す
る
。

　

す
で
に
Ⅰ
の
４
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
本
論
文
に
お
い
て
は
、
比
較
衡
量
の
前
提
と
な
る
こ
と
が
ら
に
か
か
わ
る
裁
判
例
か
ら
考
察
を
は
じ

め
た
い
。
比
較
衡
量
の
前
提
と
な
る
こ
と
が
ら
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
の
意
義
等
に
つ
い
て
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」

の
意
義
に
つ
い
て
、
お
よ
び
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
「
明
渡
し
か
ら
の
保
護
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
と
い
う
項
目
を
立
て
、
そ
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れ
ら
の
項
目
に
し
た
が
っ
て
関
係
す
る
裁
判
例
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

１　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
の
意
義
等
に
つ
い
て

　

第
一
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
の
意
義
等
に
つ
い
て
、
関
係
す
る
裁
判
例
を
考
察
し
た
い
。

　

一　

す
で
に
序
説
（
Ⅰ
）
に
お
い
て
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
「
二
重
の
存
続
保
護
」
と
い
う
法
的
仕
組
み
に
お
い
て
は
、
第
一

段
階
に
お
け
る
賃
貸
人
の
「
正
当
な
利
益
」
の
認
否
を
め
ぐ
る
法
的
判
断
に
お
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
賃
貸
人
の
利
益
の
み
が
基
準
と
さ
れ
る
の
に

対
し
て
、
賃
借
人
の
個
別
的
・
具
体
的
な
利
益
は
、
第
二
段
階
に
お
け
る
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
認
否
を
め
ぐ
る
法
的
判
断
に
お
い
て

は
じ
め
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
筆
者
の
既
存
の
比
較
裁
判
例
研
究
に
お
い
て
考
察
し
た
と
こ
ろ
の
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
八
年
一
月
二
〇

日
決
定（

１
）

が
、「
自
己
必
要
が
受
け
入
れ
ら
れ
う
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
を
決
定
す
る
場
合
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
賃
貸
人
の
利
益
が
重
要
で
あ
る
。

個
々
の
事
案
に
お
い
て
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
賃
借
人
の
利
益
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
（
現

行
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
に
対
応
す
る
）
に
し
た
が
っ
た
当
該
解
約
告
知
に
対
す
る
賃
借
人
の
異
議
に
も
と
づ
い
て
は
じ
め
て
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」

（
２
）、

と
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る（
３
）。

　

こ
の
点
は
、
本
論
文
に
お
い
て
考
察
す
る
と
こ
ろ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
の
解
釈
・
適
用
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
同
じ
よ
う
に
確
認
さ
れ
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る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
裁
判
例
の
判
決
理
由
か
ら
該
当
す
る
論
述
を
抜
き
出
し
て
お
く
こ
と
で
十
分
で
あ
ろ
う
。

　

①
ボ
ー
フ
ム
区
裁
判
所
一
九
八
〇
年
四
月
二
三
日
判
決（

４
）は
、
原
告
（
賃
貸
人
）
が
、
被
告
（
賃
借
人
）
ら
に
賃
貸
借
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
三
つ
と

半
分
の
部
屋
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
本
件
住
居
と
本
件
屋
根
裏
部
屋
に
つ
い
て
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
、
原
告
の
息
子
ら
を
そ
こ
に
居
住
さ
せ

る
た
め
に
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
解
約
告
知
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
が
、そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
原
告
の
自
己
必
要
を
理
由
と
す
る
本
件
解
約
告
知
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
（
現
行
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
三
条
二
項
二
号
に
対
応
す
る
）
に

し
た
が
っ
て
有
効
で
あ
っ
た
。
一
九
七
九
年
一
月
二
三
日
付
の
本
件
解
約
告
知
の
書
面
か
ら
、
原
告
の
息
子
・
Ａ
が
、
独
立
し
た
医
師
と
し
て
、
被

告
ら
の
三
つ
と
半
分
の
部
屋
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
本
件
住
居
に
入
居
し
た
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
こ
と
は
反
論
の
余
地
の
な
い
ま
ま
で

あ
っ
た
し
、
こ
の
点
で
は
、
当
該
規
定
に
対
応
し
て
、
自
己
使
用
に
つ
い
て
の
所
有
権
者
の
利
益
は
、
賃
借
人
の
利
益
に
対
し
て
優
先
す
る
の
で
あ

る
か
ら
、
自
己
の
住
居
に
入
居
す
る
つ
も
り
で
あ
る
と
い
う
本
件
に
お
い
て
説
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
筋
の
通
っ
た
理
由
は
十
分
で
あ
っ
た
。
自
己
必

4

4

4

要
を
理
由
と
す
る
解
約
告
知
の
正
当
さ
と
い
う
問
題
の
枠
組
み
に
お
い
て
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

賃
借
人
の
社
会
的
な
利
益
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

他
の
方
法
で
住
居
を
獲
得
す
る
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

が
で
き
る
と
い
う
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
同
じ
こ
と
は
、
原
告
の
（
別
の
）
息
子
に
よ
っ
て
入
居
さ
れ
る
と

こ
ろ
の
ま
た
別
の
住
居
の
拡
張
に
役
立
つ
と
こ
ろ
の
本
件
屋
根
裏
部
屋
に
妥
当
し
た
の
で
あ
る
」

（
５
）。

　

②
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
一
九
八
九
年
一
〇
月
二
六
日
判
決（

６
）は
、
原
告
（
賃
貸
人
）
が
、
被
告
（
賃
借
人
）
に
賃
貸
借
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
本
件

住
居
に
つ
い
て
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
、
原
告
の
孫
娘
の
た
め
に
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
解
約
告
知
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
・
・
・
・
原
告
は
、
自
己
必
要
を
理
由
と
し
て
、
本
件
解
約
告
知
に
つ
い
て
の
正
当
な
利
益
を
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
一
項
、
二
項
二
号
に
し
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た
が
っ
て
有
し
た
こ
と
か
ら
出
発
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
区
裁
判
所
も
ま
た
、
法
ド
グ
マ
的
に
、
正
し
く
・
・
・
・
自
己
必
要
の
審
理
の

4

4

4

4

4

4

4

4

枠
組
み
に
お
い
て
は

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

も
っ
ぱ
ら

4

4

4

4

、4・

賃
貸
人
の
利
益
だ
け
が
問
題
で
あ
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
の
枠
組
み
に
お
い
て
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

賃
借
人
の
利

4

4

4

4

4

益
は
審
理
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
を
保
持
し
た
。
賃
借
人
の
利
益
は

4

4

4

4

4

4

4

、4・

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
審
理
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
じ
め
て
顧
慮
さ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
と
な
ら
ん
で
、
か
つ
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
存
在

す
る
と
こ
ろ
の
正
当
と
認
め
ら
れ
た
自
己
必
要
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
貸
人
の
対
応
し
た
解
約
告
知
が
結
果
に
お
い
て
断
固
と
し
た
処
置
を
取
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
効
果
を
と
も
な
っ
て
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
」

（
７
）。

　

二　

次
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
の
意
義
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
の
五
つ
の
裁
判
例
を
確
認
し
た
い
。

　

第
一
に
、
カ
ッ
セ
ル
地
方
裁
判
所
一
九
六
六
年
二
月
一
七
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【
１
】
カ
ッ
セ
ル
地
方
裁
判
所
一
九
六
六
年
二
月
一
七
日
判
決（

８
）

　
﹇
事
案
の
概
要
と
経
緯
﹈

　

原
告
ら
夫
婦
は
、
一
九
五
七
年
以
来
、
Ｋ
に
存
在
す
る
被
告
の
本
件
建
物
に
所
在
す
る
本
件
住
居
を
賃
借
し
て
い
た
。
被
告
（
賃
貸
人
）
は
、

一
九
六
四
年
八
月
一
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
原
告
（
賃
借
人
）
ら
は
、
一
九
六
四

年
九
月
二
一
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
原
告
・
一
が
、
遅
く
と
も
、
一
九
六
七
年
一
〇
月
の
終
わ
り
に
退
職
し
、
そ
の
と
き
に
、
原
告
ら
は
い
ず
れ

に
し
て
も
Ｗ
に
転
居
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
理
由
づ
け
を
も
っ
て
異
議
を
述
べ
た
。
そ
の
よ
う
な
短
い
期
間
内
の
二
重
の
転
居
（
本
件
解
約
告
知
に



住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
二
）

108

よ
る
転
居
と
退
職
に
と
も
な
う
転
居
）
は
、
原
告
ら
に
と
っ
て
、
要
求
で
き
な
い
大
き
な
苛
酷
さ
を
意
味
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
ら
は
、
本
件

使
用
賃
貸
借
関
係
が
一
九
六
七
年
一
一
月
三
〇
日
ま
で
継
続
さ
れ
る
と
い
う
申
立
て
を
も
っ
て
本
件
訴
え
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、被
告
は
、

本
件
住
居
の
明
渡
し
を
求
め
る
本
件
反
訴
を
提
起
し
た
。

　

区
裁
判
所
は
、
本
件
訴
え
を
認
容
し
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
が
、
原
告
・
一
の
年
金
つ
き
退
職
に
続
く
月
の
終
わ
り
ま
で
、
す
な
わ
ち
、
遅
く

と
も
一
九
六
七
年
一
一
月
三
〇
日
ま
で
継
続
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
た
。
他
方
に
お
い
て
、
被
告
の
本
件
反
訴
は
、
棄
却
さ
れ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
の
で
あ
る
。
控
訴
審
に
お
い
て
、
被
告
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
件

使
用
賃
貸
借
関
係
の
延
長
は
、
す
で
に
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
が
原
告
ら
に
と
っ
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の
意
味
に
お
け
る
特
別
な
苛

酷
さ
を
意
味
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
に
お
い
て
、
許
容
で
き
な
か
っ
た
。
賃
借
人
の
間
近
に
迫
っ
た
年
金
つ
き
退
職
は
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係

の
延
長
を
全
く
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
年
金
つ
き
退
職
が
本
件
の
よ
う
に
数
年
内
に
は
じ
め
て
間
近
に
迫
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

決
し
て
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
原
告
ら
が
一
九
六
七
年
の
終
わ
り
に
Ｗ
に
転
居
す
る
場
合
で
さ
え
も
、
二
重
の
転
居
は
、
原
告
ら
の

き
わ
め
て
良
好
な
経
済
的
な
関
係
に
か
ん
が
み
て
、
原
告
ら
に
と
っ
て
要
求
で
き
な
い
負
担
を
意
味
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
原
告
ら
は
、

一
九
六
〇
年
な
い
し
一
九
六
一
年
に
、
自
分
で
、
Ｋ
に
存
在
す
る
ほ
か
の
住
居
を
得
よ
う
と
努
め
た
の
で
あ
る
。

　
﹇
判
決
理
由
﹈

　

地
方
裁
判
所
も
ま
た
、
結
論
と
し
て
、「
第
一
審
の
裁
判
官
は
、
正
当
な
こ
と
に
、
被
告
の
明
渡
し
を
求
め
る
本
件
反
訴
を
棄
却
し
、
本
件
使
用

賃
貸
借
関
係
が
、
原
告
・
一
の
年
金
つ
き
退
職
に
続
く
月
の
終
わ
り
ま
で
、
す
な
わ
ち
、
遅
く
と
も
一
九
六
七
年
一
一
月
三
〇
日
ま
で
継
続
さ
れ
る

こ
と
を
定
め
た
。
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
一
九
六
四
年
八
月
一
日
付
の
被
告
の
本
件
解
約
告
知
に
よ
っ
て
・
・
・
・
そ
れ
自
体
、
一
九
六
五
年
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一
月
三
一
日
付
で
解
消
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
原
告
ら
は
、
形
式
と
期
間
に
適
合
し
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
、
当
該
異
議
は
理
由
づ

け
ら
れ
て
い
た
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
賃
借
人
は
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
契
約
に
し
た
が
っ
た
終
了
が
、
個
々
の
場
合
の
特

別
な
事
情
の
た
め
に
、
そ
の
苛
酷
さ
が
賃
貸
人
の
利
益
を
完
全
に
評
価
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
賃
借
人
ま
た
は
そ
の
家

族
の
生
活
関
係
に
対
す
る
介
入
を
も
た
ら
す
場
合
に
は
、
当
該
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
相
当
な
継
続
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る（

９
）。

こ
れ
ら
の
要
件
は
、
本
件
に
お
い
て
、
第
一
審
の
裁
判
官
が
適
切
に
詳
し
く
述
べ
た
よ
う
に
認
め
ら
れ
て
い
た
」）

10
（

、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
被
告
は
、
不
当
に
、
も
っ
ぱ
ら
、
原
告
ら
に
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
彼
ら
の
収
入
関
係
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
二
重
の
転
居
が
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
だ
け
を
考
慮
に
入
れ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
文
言
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
認
識
で
き
る
意
味

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
目
的
も

4

4

4

4

、4・

当
該
規
定
が
た
と
え
ば
経
済
的
に
弱
い
賃
借
人
だ
け
を
経
済
的
な
負
担
に
対
し
て
保
護
す
る
こ
と
の
た
め
の
根
拠
を
与
え
な
い
。
当
該

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

住
居
は
賃
借
人
の
生
活
の
中
心
点
を
意
味
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
結
果

4

4

4

4

、4・

経
済
的
の
み
な
ら
ず
多
く
の
賃
借
人
の
利
益
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
解
消
の
妨

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

げ
に
な
り

4

4

4

4

、4・

個
々
の
事
案
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
延
長
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」）

11
（

。

　

第
二
に
、
エ
ッ
セ
ン
地
方
裁
判
所
一
九
六
六
年
七
月
一
四
日
判
決）

12
（

を
み
て
お
き
た
い
。

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
地
方
裁
判
所
は
、
そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、「
社
会
的
条
項
」
と
い
う
標
語
と
の
関
連
に
お
い
て
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
区
裁
判
所
は
、
適
切
な
考
慮
に
も
と
づ
い
て
、
一
九
六
七
年
五
月
三
一
日
ま
で
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
延
長
し
た
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4



住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
二
）

110

適
用
が

4

4

4

・
・
・
・
よ
り
高
価
な
居
住
の
必
要
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
地
位
の
高
い
収
入
を
と
も
な
う
賃
借
人
の
場
合
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

原
則
と
し
て
問
題
に
な
ら
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

い
と
い
う
意
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

五
五
六
ａ
条
を
理
解
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
な
ら
ば

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
こ
と
は

4

4

4

4

4

、4・

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
文
言
に
よ
っ
て
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

Ｂ
Ｇ
Ｂ

4

4

4

五
五
六
ａ
条
の
意
義
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
解
釈
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
こ
の
こ
と
は

4

4

4

4

4

、4
・

も
し
か
す
る
と

4

4

4

4

4

4

、4・『
社
会
的
条
項
』

4

4

4

4

4

4

と
い
う
標
語
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
誤
解
で
あ
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

し
か
し

4

4

4

、4・

こ
の
こ
と
は

4

4

4

4

4

、4・

同
じ
よ
う
に

4

4

4

4

4

、4・

わ
れ
わ
れ
の
法
秩
序
に
お
け
る
社
会
的
な
こ
と
と
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

う
概
念
を
も

4

4

4

4

4

、4・

資
力
の
劣
る
人
々
の
た
め
の
配
慮
と
い
う
意
味
に
狭
め

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
れ
と
と
も
に

4

4

4

4

4

4

、4・

見
誤
る
で
あ
ろ
う

4

4

4

4

4

4

4

。
む
し
ろ
、
も
っ
ぱ
ら
、
当
該
使
用

賃
貸
借
関
係
の
契
約
に
し
た
が
っ
た
終
了
が
、
個
々
の
場
合
の
特
別
な
事
情
の
た
め
に
、
そ
の
苛
酷
さ
が
賃
貸
人
の
利
益
を
完
全
に
評
価
し
て
も
正

当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
賃
借
人
ま
た
は
そ
の
家
族
の
生
活
関
係
に
対
す
る
介
入
を
も
た
ら
す
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
だ
け
が
重
要

で
あ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
項
）」）

13
（

。

　

第
三
に
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
地
方
裁
判
所
一
九
八
八
年
一
二
月
一
三
日
判
決）

14
（

を
み
て
お
き
た
い
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
ら
が
、
原
告
・
二
の
母
親
に
本
件
住
居
を
使
用
さ
せ
る
た
め
に
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被
告
（
賃
借
人
）
ら
と
の

本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。
区
裁
判
所
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
期
間
の
定
め
な
く
本

件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
継
続
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、
区
裁
判
所
の
法
的
な
判
断
を
是
認
し
た
が
、
そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の
意
義
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
・
・
・
・
区
裁
判
所
は
、
正
当
な
こ
と
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
期
間
の
定
め
な
く
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
継
続
す
る
こ
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と
を
命
じ
た
。
法
的
な
観
点
に
お
い
て
、
原
告
ら
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

例
外
的
な
規
整
の
内
容
を
も
つ
の
で
は
な
く

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

む
し
ろ

4

4

4

、4・

Ｂ
Ｇ
Ｂ

4

4

4

五
六
四
ｂ
条
に
お
け
る
賃
貸
人
の
解
約
告
知
権
限
と
同
価
値
の
対
を
な
す
も
の
を
意
味
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
を
見
誤
っ
た
の
で
あ
る
」）

15
（

。

　

第
四
に
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
第
一
地
方
裁
判
所
一
九
八
九
年
四
月
一
二
日
判
決）

16
（

を
み
て
お
き
た
い
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
が
、
職
業
上
の
理
由
か
ら
よ
り
広
い
住
居
を
必
要
と
す
る
た
め
に
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被
告
（
賃
借
人
）
と
の

本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
原
告
は
、
現
在
、
五
四
平
方
メ
ー
ト
ル
の
広
さ
の
住
居
に
居
住

し
て
い
た
が
、
他
方
に
お
い
て
、
本
件
住
居
は
八
九
平
方
メ
ー
ト
ル
の
広
さ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
一
九
九
〇
年
六
月
三
〇
日
ま
で
継
続
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」）

17
（

、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
原
告
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
八
九
年
二
月
一
四
日
判
決）

18
（

と
の
関

連
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
・
・
・
・
原
告
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

確
か
に

4

4

4

、4・

自
己
必
要
を
理
由
と
す
る
解
約
告
知
の
た
め
の
要
件

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 

4

を4

、4・

賃
貸
人
に
と
っ
て
有
利
な
結
果
に
な
る
よ
う
に
緩
和
し
た
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

し
か
し

4

4

4

、4・

い
ず
れ
に
せ
よ

4

4

4

4

4

4

、4・

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
た
賃
借
人
の
継

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

続
に
つ
い
て
の
請
求
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

賃
借
人
と
賃
貸
人
と
の
利
益
を
原
則
と
し
て
こ
れ
ま
で
と
異
な
っ
て
重
要
さ
の
程
度
を
判
定
す
る
こ
と
を
命
じ
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

い4

こ
と
が
見
て
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」）

19
（

。
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第
五
に
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
地
方
裁
判
所
一
九
九
〇
年
六
月
二
六
日
判
決）

20
（

を
み
て
お
き
た
い
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
は
、
一
九
八
五
年
八
月
一
日
に
、
一
階
に
所
在
す
る
本
件
住
居
を
住
居
所
有
権
と
し
て
取
得
し
た
。
被
告
（
賃
借
人
）
ら
は
、

一
九
三
六
年
以
来
、
本
件
住
居
に
居
住
し
て
い
た
。
原
告
は
、
一
九
八
八
年
八
月
二
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被

告
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
原
告
の
「
自
己
必
要
」
を
否
認
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条

に
し
た
が
っ
て
異
議
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　

区
裁
判
所
は
、
本
件
明
渡
し
の
訴
え
を
棄
却
し
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
期
間
の
定
め
な
く
継
続
さ
れ
る
、
と
判
断
し
た
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、
区
裁
判
所
の
法
的
な
判
断
を
是
認
し
た
が
、
そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
賃
貸
人
の
「
自
己
必
要
」
に
関
す
る

最
近
の
最
上
級
審
裁
判
所
の
裁
判
例
と
の
関
連
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
賃
貸
人
の
自
己
必
要
に
関
す
る
最
近
の
最
上
級
審
裁
判
所
の
裁
判
例
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
原
告
の
見
解
に
反
し
て
、
た
と
え
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

が
っ
た
苛
酷
さ
に
つ
い
て
の
条
項
の
適
用
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
行
き
着
か
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
む
し
ろ
、
自
己
必
要
に
つ
い
て
の
以
前
の
制
限
的

な
判
断
と
は
異
な
り
、
賃
貸
人
の
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
筋
の
通
っ
た
理
由
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
の
自
己
の
所
有
物
に
自
分
自
身
で
居
住
す
る

と
い
う
願
望
は
、
原
則
と
し
て
、
自
己
必
要
を
理
由
と
す
る
解
約
告
知
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
は
っ
き
り
さ
せ
ら
れ
た
。
自
己
必
要
に
関
す
る
よ
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

新
し
い
裁
判
例
の
背
景
の
も
と
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

む
し
ろ

4

4

4

、4・

社
会
的
条
項
は

4

4

4

4

4

4

、4・

将
来

4

4

、4・

こ
れ
ま
で
よ
り
も

4

4

4

4

4

4

4

、4・

よ
り
大
き
な
意
義
を
獲
得
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

る4

の
で
あ
る
」）

21
（

。

　

三　

す
で
に
Ⅰ
の
２
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
が
、「
賃
貸
人
の
正
当
な
利
益
を
評
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価
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
苛
酷
さ
」
を
意
味
す
る
と
き
に
は
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
一
定
の
期
間
ま
た
は
期
間

の
定
め
な
く
、
継
続
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
賃
借
人
が
高
齢
で
あ
る
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
が
賃
借
人
の
一
生
涯
の
間

継
続
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
、
こ
の
点
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
の
二
つ
の
裁
判
例
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
地
方
裁
判
所
一
九
九
三
年
九
月
七
日
判
決）

22
（

を
み
て
お
き
た
い
。

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
を
め
ぐ
っ
て
、
賃
借
人
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
異
議

を
述
べ
た
が
、
賃
借
人
の
高
齢
、
賃
借
人
の
一
七
年
の
居
住
期
間
、
お
よ
び
、
賃
借
人
の
健
康
状
態
が
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
期
間
の
定
め
の
な

い
継
続
を
正
当
化
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
最
終
的
な
争
点
と
な
っ
た
事
案
で
あ
っ
た
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、
期
間
の
定
め
な
く
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
一
九
九
五
年
九
月
七
日
ま
で
の
期
間
の
間
だ
け
、
本
件
使
用
賃
貸
借

関
係
の
継
続
を
命
じ
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
ま
ず
、「
被
告

4

4

（4・

賃
借
人

4

4

4

）4・

ら
の
一
生
涯
の
間
の
継
続
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

は
じ
め
か
ら
許
容
で
き
な
い
も
の
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

し
て
除
外
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」）
23
（

、
と
述
べ
た
。

　

そ
の
う
え
で
、
地
方
裁
判
所
は
、
一
九
九
五
年
九
月
七
日
ま
で
の
期
間
の
範
囲
内
で
要
求
で
き
る
代
替
住
居
を
調
達
で
き
る
可
能
性
が
存
在
す
る

場
合
に
は
、
賃
借
人
ら
に
プ
ラ
ス
の
材
料
を
提
供
す
る
事
情
さ
え
も
、
期
間
の
定
め
の
な
い
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
正
当
化
し
な
か
っ
た
、

と
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
次
の
よ
う
な
論
述
で
あ
っ
た
。

　
「
し
か
し
、
区
裁
判
所
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
期
間
の
定
め
の
な
い
継
続
も
ま
た
、
本
件
に
お
い
て
、
被
告
ら
に
プ
ラ
ス
の
材
料
を
提
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供
す
る
事
情
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
部
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
、
行
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。・
・
・
・
賃
借
人
ら
が
要
求
で
き
る
種
類
の

住
居
を
見
出
す
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
、
お
よ
び
、
い
つ
賃
借
人
ら
が
要
求
で
き
る
種
類
の
住
居
を
見
出
す
の
か
と
い
う
点
が
、
完
全
に
不
確
か
で

あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
少
な
く
と
も
、
若
干
の
期
間
の
う
ち
に
対
応
す
る
住
居
が
意
の
ま
ま
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
可
能
性
が
存
在

す
る
場
合
に
は
、
八
一
歳
と
い
う
年
齢
、
一
七
年
の
居
住
期
間
、
お
よ
び
、
病
弱
な
こ
と
さ
え
も
、
期
間
の
定
め
の
な
い
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の

継
続
を
正
当
化
し
な
か
っ
た
。

　

・
・
・
・
・
・
・
・

　

本
件
事
案
に
お
い
て
も
、
当
部
は
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
住
居
市
場
の
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
ら
が
、
集
中
的
な
探
索
に
お
い
て
、

一
九
九
五
年
九
月
七
日
ま
で
の
期
間
の
範
囲
内
で
、
要
求
で
き
る
ほ
か
の
住
居
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ

る
」）

24
（

。

　

第
二
に
、
カ
ッ
セ
ル
地
方
裁
判
所
一
九
八
九
年
四
月
一
九
日
決
定）

25
（

を
み
て
お
き
た
い
。

　

被
告
（
賃
貸
人
）
は
、
被
告
の
息
子
の
た
め
に
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
原
告
（
賃
借
人
）
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告

知
し
た
の
に
対
し
て
、
原
告
ら
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
終
了
し
て
い
な
い
こ
と
の
確
認
を
求
め
て
本
件
訴
え
を
提
起
し
た
。
区
裁
判
所
は
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
七
ヶ
月
だ
け
延
長
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
原
告
ら
は
、
控
訴
審
に
お
い
て
、

本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
期
間
の
定
め
な
く
継
続
す
る
こ
と
を
申
し
立
て
た
。
原
告
ら
は
、「
苛
酷
さ
」
の
理
由
と
し
て
、
原
告
ら
の
著
し
い
障
害
・

病
気
を
援
用
し
た
の
で
あ
る
。
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地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、
原
告
ら
の
控
訴
を
棄
却
し
た
が
、
そ
の
決
定
理
由
に
お
い
て
、
賃
借
人
ら
の
人
生
の
末
期
ま
で
本
件
使
用
賃
貸

借
関
係
を
継
続
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
原
告
ら
の
年
齢
に
か
ん
が
み
て
、
病
気
の
経
過
が
変
化
し
、
治
癒
が
生
じ
る
こ
と
は
期
待
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
期
間
の

定
め
な
く
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
原
告
ら
の
人
生
の
末
期
ま
で
だ
け

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
延
長
す
る
こ
と
を
通
じ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

原
告
ら
の
利
益
の
た

4

4

4

4

4

4

4

4

め
に
貢
献
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。4・

し
か
し

4

4

4

、4・

こ
の
こ
と
は

4

4

4

4

4

、4・

基
本
法
一
四
条
が
侵
害
さ
れ
て
い
た
と
い
う
程
度
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
の
所
有
権
に
関
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

処
分
を
被
告
に
制
限
す
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」）

26
（

。

　

２　

賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て

　

第
二
に
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
関
係
す
る
裁
判
例
を
考
察
し
た
い
。

　

一　

す
で
に
Ⅰ
の
２
、
お
よ
び
、
Ⅱ
の
一
の
１
（
注
（
９
））
に
お
い
て
触
れ
た
よ
う
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
は
、
二
〇
〇
一
年
法
改
正
前
の
Ｂ

Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
対
応
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
つ
い
て
も
法
改
正
が
行
わ
れ
て
い
た
。
時

の
流
れ
に
沿
っ
て
そ
の
要
点
の
み
を
確
認
し
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る）

27
（

。

　

ま
ず
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
は
、
一
九
六
〇
年
六
月
二
三
日
に
公
布
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
「
住
居
統
制
経
済
の
廃
止
お
よ
び
社
会
的
な
賃
貸
借
・

住
居
法
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
っ
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
挿
入
さ
れ
た
。
当
時
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
一
項
に
し
た
が
う
と
、
賃
借
人
は
、
解
約
告
知
が
、
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賃
借
人
ま
た
は
そ
の
家
族
の
生
活
関
係
に
対
し
て
、「
個
々
の
場
合
の
特
別
な
事
情
の
た
め
に
」、
賃
貸
人
の
利
益
を
「
完
全
に
」
評
価
し
て
も
正
当

化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
苛
酷
な
介
入
と
な
る
と
き
に
は
、
無
効
と
い
う
法
的
効
果
を
も
っ
て
、
当
該
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
る
、
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
は
、
当
時
、
裁
判
例
・
学
説
に
お
い
て
、
例
外
的
な

規
定
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
法
的
状
況
に
対
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
は
、
紆
余
曲
折
を
経
た
う
え
で
、
一
九
六
七
年
一
二
月
二
一
日
に
公
布
さ
れ
た
と
こ

ろ
の
「
賃
貸
借
法
の
規
定
の
改
正
に
関
す
る
第
三
次
法
律
」
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
個
々
の
場
合
の
特
別
な
事
情
の
た
め
に
」
と

い
う
文
言
が
削
除
さ
れ
、「
賃
貸
人
の
利
益
を
完
全
に
評
価
し
て
」
と
い
う
文
言
が
、「
賃
貸
人
の
正
当
な
利
益
を
評
価
し
て
」
と
い
う
文
言
に
替
え

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
は
、
ほ
ぼ
、
現
行
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
に
対
応
す
る
規
定
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
最
終
的
に
、
二
〇
〇
一
年
六
月
一
九
日
に
公
布
さ
れ
、
二
〇
〇
一
年
九
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
「
賃
貸
借
法
の
再
編
成
、
簡

易
化
お
よ
び
改
革
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
一
項
一
文
は
、
本
質
的
な
変
更
な
し
に
、
現
行
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
一
項
一

文
に
引
き
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て
関
係
す
る
裁
判
例
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
本
論
文

に
お
け
る
裁
判
例
の
考
察
全
般
に
あ
た
っ
て
も
、
一
九
六
七
年
一
二
月
二
一
日
に
公
布
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
「
賃
貸
借
法
の
規
定
の
改
正
に
関
す
る
第

三
次
法
律
」
が
妥
当
す
る
以
前
の
裁
判
例
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
以
後
の
裁
判
例
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
は
十
分
に
留
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
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二　

以
上
の
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
は
じ
め
に
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
の
「
賃
貸
借
法
の
規
定
の
改

正
に
関
す
る
第
三
次
法
律
」
が
妥
当
す
る
以
前
の
裁
判
例
を
い
く
つ
か
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

第
一
に
、
デ
ュ
ー
レ
ン
区
裁
判
所
一
九
六
四
年
四
月
二
二
日
判
決）

28
（

を
み
て
お
き
た
い
。

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
原
告
の
本
件
解
約
告
知
に
対
し
て
、
本
件
住
居
の
賃
借
人
で
あ
っ
た
被
告
ら
が
家
族
的
な
理
由
か
ら
異

議
を
述
べ
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。

　

区
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
被
告
ら
は
、
本
件
解
約
告
知
が
、
そ
の
苛
酷
さ
が
賃
貸
人
の
利
益
を
完
全
に
評
価
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
、
被
告
ら
の
現
在
の
生
活
関
係
に
対
す
る
介
入
を
意
味
し
た
こ
と
の
根
拠
を
十
分
に
申
し
立
て
な
か
っ
た
」）

29
（

、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
は
、
当
時
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
が
特
別
な
事
情
の
苛
酷
さ
の
事
案
の
た
め
の
例
外
的
な
規
定
で
あ
っ

た
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
・
・
・
・
一
九
六
〇
年
六
月
二
三
日
の
『
住
居
統
制
経
済
の
廃
止
お
よ
び
社
会
的
な
賃
貸
借
・
住
居
法
に
関
す
る
法
律
』
に
し
た
が
っ
た
使
用

賃
貸
借
法
の
新
た
な
規
定
か
ら
判
断
す
る
と
、
賃
借
さ
れ
て

4

4

4

4

4

い
る
住
居
を
変
更
す
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

賃
借
人
の
生
活
関
係
に
対
す
る
要
求
で
き
な
い
介
入

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
は
な
い

4

4

4

4

と
い
う
原
則
か
ら
出
発
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
規
定
が
、
特
別
な
事
情
の
苛
酷
さ

の
事
案
の
た
め
の
例
外
的
な
規
定
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
明
す
る
。そ
の
よ
う
な
苛
酷
さ
の
事
案
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
、

個
々
の
事
案
の
事
情
に
よ
っ
て
、
賃
借
人
な
ら
び
に
賃
貸
人
の
利
益
を
考
慮
に
入
れ
て
決
定
さ
れ
る
。・
・
・
・
被
告
・
夫
は
、
職
業
は
自
動
車
運

転
手
で
あ
っ
た
。
も
っ
ぱ
ら
当
該
事
情
だ
け
が
、
一
度
賃
借
さ
れ
た
本
件
住
居
か
ら
離
れ
な
い
こ
と
を
、
被
告
に
強
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
さ
ら

に
、
被
告
ら
の
家
族
生
活
の
領
域
に
も
と
づ
く
苛
酷
さ
の
理
由
も
ま
た
、
存
在
し
な
か
っ
た
。
一
般
的
な
見
解
に
し
た
が
っ
て
、
家
族
の
領
域
に
も

4

4

4

4

4

4

4
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と
づ
く
苛
酷
さ
の
理
由

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
た
と
え
ば
、
当
該
賃
借
住
居
の
周
囲
の
地
域
と
緊
密
に
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
高
齢

4

4

、4・

病
気

4

4

、4・

お
よ

4

4 

4

び4

、4・

当
該
場
所
に
お
け
る
子
供
ら
の
職
業
教
育
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
れ
ら
の
理
由
が

4

4

4

4

4

4

4

、4・

一
般
に
賃
借
人
の
場
所
が
替
わ
る
こ
と
を
超
え
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

あ
ら
ゆ
る
住
居
の
交

4

4

4

4

4

4

4

4

替
が
必
然
的
に
と
も
な
う
こ
と
が
な
い
よ
う
な
苛
酷
さ
を
意
味
す
る
場
合
に
の
み
考
慮
さ
れ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
使
用
賃
貸
借
法
の
規
定
の
適
用
に
お
い
て
は
、
社
会
的
な
義
務
性
、
家
族
の
所
有
権
、
お
よ
び
、
住
居
の
不
可
侵
性
と
い
う
憲
法
の
原

則
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
と
い
う
例
外
規
定
の
基
礎

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
は

4

4

、4・

使
用
賃
貸
借
契
約
の
締
結
を
決
心
し
た
人
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
れ
と
と
も
に

4

4

4

4

4

4

、4・

は
じ
め
か
ら

4

4

4

4

4

、4・

将
来
の
住
居
の
交
替
を
も
甘
受
し
た
と
い
う
立
法
者
の
考

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

え
が
存
在
す
る

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」）

30
（

。

　

区
裁
判
所
は
、
右
の
よ
う
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
と
い
う
例
外
規
定
の
基
礎
に
は
、
賃
借
人
は
は
じ
め
か
ら
将
来
の
住
居
の
交
替
を
も
甘
受

し
た
と
い
う
立
法
者
の
考
え
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
理
由
は
、
一
般
に
賃
借
人
の
場
所
が
替
わ
る
こ
と

を
超
え
て
、
あ
ら
ゆ
る
住
居
の
交
替
が
必
然
的
に
と
も
な
う
こ
と
が
な
い
よ
う
な
苛
酷
さ
を
意
味
す
る
場
合
に
の
み
考
慮
さ
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
の

で
あ
る
。

　

第
二
に
、
カ
ッ
セ
ル
地
方
裁
判
所
一
九
六
四
年
八
月
二
〇
日
判
決）

31
（

を
み
て
お
き
た
い
。

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
原
告
の
本
件
解
約
告
知
に
対
し
て
、
本
件
住
居
の
賃
借
人
で
あ
っ
た
被
告
が
、
も
っ
ぱ
ら
代
替
住
居
を

持
っ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
異
議
を
述
べ
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
被
告
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
理
由
は
、
当
該
異
議
を
理
由
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
せ
る
に
適
当
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で
な
か
っ
た
」）

32
（

、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
当
時
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
た
賃
借
人
の
異
議
は
、
賃
貸
人
の
解
約
告
知
に
対
し

て
、
例
外
的
な
事
案
に
お
い
て
の
み
偉
力
を
発
揮
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
認
識
に
も
と
づ
い
て
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の

意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
含
ま
れ
て
い
る
社
会
的
条
項
の
意
義
と
目
的
は
、
賃
借
人
を
個
々
の
事
案
の
特
別
な
苛
酷
さ
か
ら
守
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
か
ら
、
賃
借
人
の
権
限
の
あ
る
異
議
は
、
そ
の
苛
酷
さ
が
両
方
の
契
約
当
事
者
の
利
益
の
比
較
衡
量
に
お
い
て
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
こ
ろ
の
、
賃
借
人
の
生
活
関
係
、
ま
た
は
、
賃
借
人
の
家
族
の
生
活
関
係
に
対
す
る
介
入
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。

　

住
居
に
関
す
る
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
は
、
通
常
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
生
活
関
係
へ
の
介
入
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
明

確
に
、
特
に
強
い
介
入
、
ま
さ
し
く
、
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
苛
酷
さ
と
い
う
介
入
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
そ
れ
に
し
た

が
っ
て
、
賃
借
人
の
異
議
は

4

4

4

4

4

4

4

、4・

例
外
的
な
事
案
に
お
い
て
の
み
偉
力
を
発
揮
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

あ
ら
ゆ
る
契
約
の
終
了
に
お
い
て
存
在

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

す
る
と
こ
ろ
の
一
般
的
な
苛
酷
さ
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

も
っ
ぱ
ら
そ
れ
自
体
だ
け
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

異
議
に
成
果
を
得
さ
せ
る
た
め
に
十
分
で
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
が
出
て
く
る
の
で
あ

る
。

　

そ
の
理
由
か
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
を
支
配
す
る
諸
原
則
に
か
ん
が
み
て
、
ま
さ
し
く
、
本
件
事
案
に
お
い
て
、
意
思
表
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
の

本
件
解
約
告
知
の
要
求
で
き
な
い
苛
酷
さ
が
判
明
す
る
個
別
的
な
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
被
告
の
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
裁
判
所
の
側

の
対
応
し
た
指
示
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
は
、
十
分
な
異
議
の
理
由
を
証
明
し
な
か
っ
た
。
被
告
が
代
替
住
居
を
利
用
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事

実
が
、
被
告
に
と
っ
て
、
す
で
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
適
用
を
正
当
化
す
る
と
こ
ろ
の
特
別
な
苛
酷
さ
を
意
味
し
た
と
い
う
被
告
の
見
解
―
被
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告
は
も
っ
ぱ
ら
被
告
の
異
議
の
根
拠
を
そ
の
こ
と
に
求
め
た
―
に
、
右
で
説
明
さ
れ
た
諸
原
則
に
か
ん
が
み
る
と
、
従
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
あ
ら
ゆ
る
転
居
に
お
い
て
存
在
す
る
苦
労

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

お
よ
び

4

4

4

、4・

十
分
な
そ
の
ほ
か
の
住
居
が
欠
け
て
い
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
さ
き
に
述
べ
た
こ
と
に
し
た
が
っ

て
判
断
す
れ
ば
、
ま
さ
し
く
、
賃
借
人
が
原
則
と
し
て
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
要
求
で
き
る
負
担
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
の
理
由
か
ら
、
賃

借
人
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
、
賃
貸
人
の
解
約
告
知
の
意
思
表
示
に
対
し
て
、
異
議
と
し
て
申
し
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る

）
33
（

」。

　

地
方
裁
判
所
は
、
右
の
よ
う
に
、
①
賃
借
人
の
異
議
は
、
例
外
的
な
事
案
に
お
い
て
の
み
偉
力
を
発
揮
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
あ
ら
ゆ
る

契
約
の
終
了
に
お
い
て
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
一
般
的
な
苛
酷
さ
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
自
体
だ
け
で
、
異
議
に
成
果
を
得
さ
せ
る
た
め
に
十
分
で
は
な

い
こ
と
、
②
あ
ら
ゆ
る
転
居
に
お
い
て
存
在
す
る
苦
労
、
お
よ
び
、
十
分
な
そ
の
ほ
か
の
住
居
が
欠
け
て
い
る
こ
と
は
、
賃
借
人
が
原
則
と
し
て
引

き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
要
求
で
き
る
負
担
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
ベ
ン
ス
ベ
ル
ク
区
裁
判
所
一
九
六
五
年
一
一
月
一
六
日
判
決）

34
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を
み
て
お
き
た
い
。

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
原
告
の
本
件
解
約
告
知
に
対
し
て
、
本
件
住
居
の
賃
借
人
で
あ
っ
た
被
告
ら
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か

ら
異
議
を
述
べ
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。

　

区
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、
被
告
ら
の
異
議
の
申
立
て
は
正
当
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
は
、
は
じ
め
に
、
一
般
的
・
抽
象
的
に
、
次
の
よ
う
な
法
理
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　
「
賃
借
人
の
異
議
は
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
契
約
に
し
た
が
っ
た
終
了
が
、
個
々
の
場
合
の
特
別
な
事
情
の
た
め
に
、
そ
の
苛
酷
さ
が
賃
貸

人
の
利
益
を
完
全
に
評
価
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
、
賃
借
人
ま
た
は
そ
の
家
族
の
生
活
関
係
に
対
す
る
介
入
を
も
た
ら
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す
場
合
に
の
み
、
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
に
、
あ
ら
ゆ
る
契
約
の
終
了
に
お
い
て
存
在
す
る
苛
酷
さ
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
た
と
え
そ
の
苛
酷
さ
が
家
族

の
領
域
に
及
ぶ
と
し
て
も
、
賃
借
人
の
異
議
を
正
当
化
す
る
の
に
適
当
で
は
な
い
。

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

む
し
ろ
、
賃
借
人
の
異
議
は

4

4

4

4

4

4

4

、4・

特
別
な
例
外
的
な
事
案
に
お
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

て
の
み
偉
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
賃
借
人
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

個
々
の
事
案
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

通
常
不
愉
快
さ
の
点
で
住
居
の
交
替
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
を
超
え
る
と
こ
ろ
の
理
由
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」）
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。

　

そ
の
う
え
で
、
区
裁
判
所
は
、
本
件
事
案
の
事
実
関
係
に
照
ら
し
て
、
被
告
ら
の
異
議
の
申
し
立
て
が
正
当
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
被
告
ら
が
三
人
の
子
供
ら
を
も
ち

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告

4

4

・4・

夫
が
五
人
家
族
の
唯
一
の
養
い
手
で
あ
る
と
い
う
事
実
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

異
議
の
権
限
を
付
与
す
る
と
こ
ろ
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

被
告
ら
の
例
外
的
事
情
を
意
味
し
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

し
、
特
に
、
子
供
ら
の
年
齢
は
転
居
を
特
に
や
っ
か
い
な
も
の
に
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、

異
例
で
は
な
か
っ
た
し
、
住
居
市
場
に
お
い
て
、
よ
り
し
ば
し
ば
生
じ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
保
護
す
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

特
別
な
社
会
的
な
苛
酷
さ
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

事
案
の
た
め
に
の
み
考
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
と
い
う
規
定
の
意
義
で
は
な
い
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の
で
あ
る
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区
裁
判
所
は
、
右
の
よ
う
に
、
①
賃
借
人
は
、
個
々
の
事
案
に
お
い
て
、
通
常
不
愉
快
さ
の
点
で
住
居
の
交
替
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

超
え
る
と
こ
ろ
の
理
由
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
②
賃
借
人
ら
が
三
人
の
子
供
ら
を
も
ち
、
賃
借
人
・
夫
が
五
人
家
族
の
唯
一
の
養
い

手
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
異
議
の
権
限
を
付
与
す
る
と
こ
ろ
の
賃
借
人
ら
の
例
外
的
事
情
を
意
味
し
な
か
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　

三　

二
に
お
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
の
「
賃
貸
借
法
の
規
定
の
改
正
に
関
す
る
第
三
次
法
律
」
が
妥
当
す
る
以
前
の
裁
判
例
に
対
し
て
、
同
法
が

妥
当
し
た
以
後
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
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か
。
以
下
、
こ
の
点
に
関
係
す
る
裁
判
例
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
一
般
的
な
観
点
か
ら
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
裁
判
例
と
し
て
、
コ
ー
ブ
ル
ク
地
方
裁
判
所
一
九
六
八
年
三
月
一
日
判
決
を
み
て
お
き

た
い
。

　
【
２
】
コ
ー
ブ
ル
ク
地
方
裁
判
所
一
九
六
八
年
三
月
一
日
判
決）

37
（

　
﹇
事
案
の
概
要
と
経
緯
﹈

　

被
告
は
本
件
土
地
・
建
物
の
所
有
者
で
あ
っ
た
が
、
一
九
六
二
年
七
月
一
一
日
に
、
被
告
の
財
産
に
関
し
て
、
破
産
手
続
き
が
開
始
さ
れ
た
。
破

産
管
財
人
は
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
一
九
六
二
年
の
終
わ
り
、
も
し
く
は
、
一
九
六
三
年
の
は
じ
め
に
、
次
の
よ
う
な
内
容
の
使
用
賃
貸
借
契
約

を
被
告
と
締
結
し
た
。
す
な
わ
ち
、
被
告
は
、
月
あ
た
り
八
〇
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
の
賃
料
で
、
六
ヶ
月
の
解
約
告
知
期
間
を
も
っ
て
、
本
件
住
居
お
よ

び
付
属
室
に
居
住
し
、
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
破
産
管
財
人
は
、
一
九
六
六
年
八
月
一
九
日
付
の
公

証
人
が
作
成
し
た
売
買
契
約
を
も
っ
て
、
本
件
土
地
・
建
物
を
原
告
に
売
却
し
た
。

　

原
告
は
、
一
九
六
六
年
一
〇
月
三
一
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
被
告
に
対
し
て
、
本
件
住
居
お
よ
び
付
属
室
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約

告
知
し
た
。
被
告
は
、
一
九
六
六
年
一
一
月
三
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
。
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
原
告
は
、

一
九
六
六
年
一
一
月
二
八
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
一
九
六
七
年
四
月
三
〇
日
ま
で
の
明
渡
期
間
を
被
告
に
認
め
た
。

　

し
か
し
、
被
告
が
、
こ
の
時
点
で
、
本
件
住
居
お
よ
び
付
属
室
を
明
け
渡
さ
な
か
っ
た
た
め
、
原
告
は
、
一
九
六
七
年
六
月
一
三
日
付
の
書
面
を

も
っ
て
、
一
九
六
七
年
一
二
月
三
一
日
付
で
、
被
告
に
対
す
る
明
渡
し
の
訴
え
を
提
起
し
た
。
原
告
は
、
本
件
解
約
告
知
は
時
宜
を
得
て
行
わ
れ
、
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被
告
の
異
議
は
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
、
と
主
張
し
た
。
本
件
住
居
お
よ
び
付
属
室
の
明
渡
し
は
、
被
告
に
と
っ
て
、
被
告
の
生
活
関
係
へ
の

介
入
を
意
味
し
た
と
こ
ろ
の
苛
酷
さ
を
意
味
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
本
件
訴
え
を
棄
却
す
る
こ
と
、
補
助
的
に
、
被
告
の
異
議
に
も
と
づ
い
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
相
当
な
期
間

の
間
継
続
す
る
こ
と
を
申
し
立
て
た
。

　

被
告
は
、
被
告
の
申
立
て
の
理
由
づ
け
に
つ
い
て
、
被
告
は
本
件
建
物
に
す
で
に
一
九
三
七
年
以
来
居
住
し
、
破
産
管
財
人
は
彼
の
提
案
に
も
と

づ
い
て
本
件
建
物
を
原
告
に
売
却
し
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
原
告
は
、
被
告
の
娘
に
本
件
土
地
上
に
存
在
す
る
小
さ
な
建
物
を
売
る
こ
と
を
約
束

し
、
そ
の
場
合
被
告
は
そ
こ
に
移
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
し
か
し
、
原
告
は
当
該
約
束
を
守
ら
な
か
っ
た
、
と
述
べ
た
。

　

区
裁
判
所
は
、
本
件
訴
え
を
認
容
し
た
。
被
告
の
異
議
は
、
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
し
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
正
当
化
し
な
か

っ
た
。
被
告
の
娘
に
本
件
土
地
上
に
存
在
す
る
小
さ
な
建
物
を
売
る
と
い
う
原
告
の
約
束
が
守
ら
れ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
に
よ
る
本

件
住
居
の
明
渡
し
は
、
被
告
に
と
っ
て
要
求
で
き
な
い
苛
酷
さ
を
意
味
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
区
裁
判
所
は
、
一
九
六
八

年
七
月
三
一
日
ま
で
の
明
渡
期
間
を
被
告
に
認
め
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
。
控
訴
審
に
お
い
て
、
被
告
は
、
第
一
審
に
お
け
る
被
告
の
申
立
て
を
繰
り
返
し
、
補
足

し
た
が
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
第
一
審
判
決
は
一
九
六
八
年
一
月
一
日
付
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の
改
正
に
も
と
づ
い
て
存
続
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
や
、
賃
借
人
と
賃
貸
人
の
利
益
の
比
較
衡
量
の
み
が
問
題
で
あ
り
、
そ
の
比

較
衡
量
に
お
い
て
、
賃
貸
人
の
利
益
が
優
位
に
あ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
比
較
衡
量
に
お
い
て
、
被
告
が
代
替
住
居
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
し
、
被
告
と
そ
の
妻
が
、
す
で
に
七
〇
歳
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
に
加
え
て
、
病
気
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
被
告
に
と
っ
て
有
利
な
結
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果
に
な
っ
た
。
最
後
に
、
原
告
は
、
解
約
告
知
さ
れ
た
本
件
空
間
に
つ
い
て
自
己
の
利
益
を
有
し
な
か
っ
た
、
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
﹇
判
決
理
由
﹈

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
・
・
・
・
被
告
の
本
件
控
訴
は
、
根
拠
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
一
九
六
七
年
一
二
月
二
一
日 

の
『
賃
貸
借
法
の
規
定
の
改
正
に
関
す
る
第
三
次
法
律
』
に
よ
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
新
た
な
文
言
に
も
と
づ
い
て
、
住
居
の
賃
借
人
の
た
め
の

解
約
告
知
か
ら
の
保
護
は
、
著
し
く
改
善
さ
れ
て
い
て
、
当
該
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
住
居
の
解
約
告
知
お
よ
び
明
渡
し
は
、
被
告
に
と
っ
て
、

原
告
の
正
当
な
利
益
を
評
価
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
苛
酷
さ
を
意
味
し
た
か
ら
で
あ
る
」）

38
（

、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、「
賃
貸
借
法
の
規
定
の
改
正
に
関
す
る
第
三
次
法
律
」
が
妥
当
し
た
状
況
で
の
賃
借
人
に
と
っ
て

の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
一
九
六
七
年
一
二
月
二
一
日
の
法
律
・
・
・
・
に
し
た
が
っ
て
本
件
事
案
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

新
た
な
文
言
に
も
と
づ
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

賃
借
人
の
異
議
は

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
該
解
約
告
知
が
賃
借
人
の
生
活
関
係
に
対
す
る
介
入
を
意
味
す
る
場
合
に
の
み
理
由
づ
け
ら

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
む
し
ろ
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
を
継
続
す
る
よ
り
低
い
程
度
に
重
大
な
事
情
で
も
十
分
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」）
39
（

。

　

四　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の
新
た
な
文
言（
ほ
ぼ
現
行
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
に
対
応
す
る
）の
も
と
で
は
、裁
判
例【
２
】の
よ
う
に
、一
般
的
に
、「
当

該
使
用
賃
貸
借
関
係
を
継
続
す
る
よ
り
低
い
程
度
に
重
大
な
事
情
」
も
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
に
あ
た
る
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

他
方
に
お
い
て
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の
法
改
正
前
と
同
じ
よ
う
に
、
転
居
が
必
然
的
に
と
も
な
う
通
常

の
事
情
お
よ
び
煩
わ
し
さ
を
超
え
る
と
こ
ろ
の
賃
借
人
の
生
活
関
係
へ
の
侵
害
を
意
味
す
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
こ
の
点
に
か
か
わ
る
と
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こ
ろ
の
裁
判
例
を
い
く
つ
か
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

第
一
に
、
ミ
ー
ス
バ
ッ
ハ
区
裁
判
所
一
九
七
九
年
二
月
二
二
日
判
決）

40
（

を
み
て
お
き
た
い
。

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
原
告
が
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被
告
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
の

に
対
し
て
、
被
告
ら
が
、
身
体
・
健
康
の
侵
害
を
理
由
と
し
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。

　

区
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
は
、
被
告
ら
に
と
っ
て
、
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
苛
酷
さ
を
意
味
し

た
」）

41
（

、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
は
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
社
会
的
条
項
の
適
用
を
正
当
化
す
る
苛
酷
さ
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

賃
借
人
に
と
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

、4・

転
居
に
よ
っ
て
生
じ
る
通
常
の
侵
害
の
領
域
を
凌
駕
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
理
由
か

4

4

4

4

4 

4

ら4

、4・

要
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
不
利
益
が
生
じ
る
場
合
に
存
在
す
る
。
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

個
々

4

4

の
事
案
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

、4・

賃
借
人
の
全
部
の
個
人
的

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

職
業
的

4

4

4

、4・

お
よ
び

4

4

4

、4・

家
族
的
な
状
況
を
取
り
入
れ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

評
価
す
る
こ
と
に
お
い
て
確
認
さ
れ
な
け
れ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」）

42
（

。

　

第
二
に
、
フ
ェ
ル
ベ
ル
ト
区
裁
判
所
一
九
八
八
年
三
月
九
日
判
決）

43
（

を
み
て
お
き
た
い
。

　

原
告
（
公
益
的
な
住
宅
建
設
協
同
組
合
）
は
、
原
告
の
組
合
員
で
あ
る
と
こ
ろ
の
被
告
ら
に
、
本
件
建
物
の
一
階
に
所
在
す
る
本
件
住
居
を
賃
貸

借
し
て
い
た
が
、
隣
接
す
る
建
物
の
一
階
に
所
在
す
る
原
告
の
事
業
空
間
を
拡
張
す
る
た
め
に
、
被
告
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知

し
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。



住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
二
）
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被
告
ら
は
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
が
、
区
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
枠
組
み
に
お
け
る
被
告
ら
の
利
益

を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
本
件
解
約
告
知
は
有
効
な
ま
ま
で
あ
っ
た
」）

44
（

、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
は
、
被
告
ら
に
よ
っ
て
申
し
立
て
ら
れ
た
理
由
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
お
け
る
賃
借
人
に
と
っ
て
の

「
苛
酷
さ
」
に
あ
た
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「（
本
件
に
お
い
て
）
通
常
の
程
度
を
超
え
る
苛
酷
さ
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

存
在
し
な
か
っ
た
。
結
果
と
し
て
生
じ
る
転
居
費
用

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

お
よ
び

4

4

4

、4・

新
た
な
住
居
の
た
め

4

4

4

4

4

4

4

4

の
修
復
費
用
は

4

4

4

4

4

4

、4・

解
約
告
知
の
た
め
の
典
型
的
な
結
果
と
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」）

45
（

。

　

第
三
に
、
コ
ー
ス
フ
ェ
ル
ト
区
裁
判
所
一
九
八
九
年
三
月
七
日
判
決）

46
（

を
み
て
お
き
た
い
。

　

被
告
ら
は
、
一
〇
年
以
上
前
か
ら
、
本
件
二
家
族
用
住
宅
の
一
階
に
所
在
す
る
本
件
住
居
の
賃
借
人
で
あ
っ
た
が
、
原
告
ら
は
、
競
売
に
も
と
づ

い
て
、
本
件
二
家
族
用
住
宅
を
買
い
受
け
、
被
告
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
原
告
ら
は
、
本
件
解
約
告
知
の
根
拠
を
（
補

足
的
に
）「
自
己
必
要
」
に
求
め
た
の
に
対
し
て
、
被
告
ら
が
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。

　

区
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
被
告
ら
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
も
と
づ
い
て
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
が
期
間
の
定
め
な
く
継
続
さ
れ
る
と
い

う
確
認
を
求
め
た
限
り
で
い
え
ば
、
こ
の
こ
と
に
応
じ
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」）

47
（

、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
は
、
被
告
ら
が
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
理
由
と
し
て
、
本
件
住
居
の
賃
料
が
き
わ
め
て
好

都
合
で
あ
っ
た
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
被
告
ら
が
現
在
の
本
件
住
居
に
お
け
る
好
都
合
な
賃
料
を
引
き
合
い
に
出
し
た
限
り
で
い
え
ば

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
裁
判
所
は

4

4

4

4

4

、4・

こ
の
点
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

、4・

退
去
の

4

4

4



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
五
二
巻
　
　
第
三
・
四
号
（
二
〇
二
〇
年
　
三
月
）

127

と
き
の
通
常
の
侵
害
の
領
域
を
超
え
る
苛
酷
さ
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
新
た
な
住
居
が
か
つ
て
の
住
居
よ
り
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（4・

賃
料
が

4

4

4

）4・

い
く
ら

4

4

4

か
よ
り
高
い
と
い
う

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

自
由
意
思
か
ら
で
な
い
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
住
居
の
交
替
の
と
き
に
生
じ
る
不
利
益
を

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

賃
借
人
は

4

4

4

4

、4・

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条

4

4

4

4

4

4

4

4

を
顧
慮
し
て
も

4

4

4

4

4

4

、
住
居
に
つ
い
て
の
原
則
と
し
て
の
解
約
告
知
可
能
性
が
示
す
よ
う
に
、
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」）

48
（

。

　

第
四
に
、
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
一
九
八
九
年
六
月
二
三
日
判
決）

49
（

を
み
て
お
き
た
い
。

　

原
告
ら
が
、そ
の
母
親
と
お
ば
の
た
め
に
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、被
告
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
の
に
対
し
て
、

被
告
ら
が
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。

　

地
方
裁
判
所
は
、結
論
と
し
て
、「
区
裁
判
所
の
見
解
に
反
し
て
、Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
た
本
件
解
約
告
知
に
対
す
る
異
議
の
権
利
は
、

被
告
ら
に
当
然
帰
属
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
」）

50
（

、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
社
会
的
な
苦
境
を
回
避
す
る
と
い
う
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
目
的
か
ら

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

正
当
化
さ
れ
な
い
苛
酷
さ
を
も
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

住
居
を
探
す
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

、4・

転
居
費

4

4

4 

4

用4

、4・

お
よ
び

4

4

4

、4・

作
業
コ
ス
ト
の
よ
う
な
転
居
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
通
常
の
苦
労
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

む
し
ろ
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

こ
の
よ
う
な
通
常
の
侵
害
を
凌
駕
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

全
部
の
事
情
を
考
慮
に
入
れ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

社
会
的
な
保
護
目
的
を
顧
慮

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

し
て

4

4

、4・

要
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
不
利
益
を
当
然
必
要
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」）

51
（

。

　

第
五
に
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
区
裁
判
所
一
九
九
一
年
九
月
五
日
判
決）

52
（

を
み
て
お
き
た
い
。
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原
告
ら
は
、
別
個
独
立
し
た
二
つ
の
使
用
賃
貸
借
契
約
に
も
と
づ
い
て
、
本
件
建
物
の
三
階
左
側
に
所
在
す
る
本
件
住
居
、
お
よ
び
、
本
件
建
物

の
三
階
右
側
に
所
在
す
る
別
の
住
居
を
被
告
ら
に
賃
貸
借
し
て
い
た
。
原
告
ら
が
、
そ
の
息
子
の
た
め
に
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
本
件

住
居
に
関
す
る
被
告
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
の
に
対
し
て
、
被
告
ら
が
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
と
い
う
事
案

で
あ
っ
た
。

　

区
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
被
告
ら
の
異
議
に
も
と
づ
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
も
継
続
さ

れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
契
約
に
し
た
が
っ
た
終
了
は
、
被
告
ら
、
お
よ
び
、
そ
の
家
族
の
た
め
に
、
賃
貸
人
の
正

当
な
利
益
を
評
価
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
苛
酷
さ
を
意
味
し
な
か
っ
た
」）

53
（

、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
は
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
意
味
に
お
け
る
苛
酷
さ
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

返
還
の
結
果
が

4

4

4

4

4

4

、4・

転
居
が
必
然
的
に
と
も
な
う
通
常
の
事
情
お
よ
び
煩
わ
し
さ
を
超
え
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
こ
ろ
の
賃
借
人
の
生
活
関
係
へ
の
侵
害
で
あ
る
場
合
に
の
み
存
在
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」）

54
（

。

　

五　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
一
項
一
文
は
、
最
終
的
に
、
二
〇
〇
一
年
九
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
「
賃
貸
借
法
の
再
編
成
、
簡
易
化
お

よ
び
改
革
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
っ
て
、
本
質
的
な
変
更
な
し
に
、
現
行
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
一
項
一
文
に
引
き
継
が
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
現
在
の
裁

判
例
に
お
い
て
は
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
続
け
て
、
こ
の

点
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
の
裁
判
例
を
い
く
つ
か
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

第
一
に
、
ボ
ー
フ
ム
地
方
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
二
月
一
六
日
決
定）

55
（

を
み
て
お
き
た
い
。
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被
告
ら
は
、
一
九
六
七
年
一
一
月
一
日
か
ら
、
本
件
建
物
の
一
階
に
所
在
す
る
本
件
住
居
を
賃
借
し
て
い
た
が
、
原
告
は
、
競
売
に
も
と
づ
い
て
、

二
〇
〇
五
年
一
一
月
二
一
日
付
で
、
本
件
住
居
を
買
い
受
け
た
。
原
告
は
、
そ
の
後
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被
告
ら
と
の
本
件
使
用
賃

貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
の
に
対
し
て
、
被
告
ら
が
、
身
体
・
健
康
の
侵
害
、
高
齢
等
を
理
由
と
し
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
と
い

う
事
案
で
あ
っ
た
。
区
裁
判
所
は
、
本
件
明
渡
し
の
訴
え
を
棄
却
し
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
期
間
の
定
め
な
く
継
続
さ
れ
る
、
と
判
断
し
た
。

　

原
告
は
地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
が
、
地
方
裁
判
所
も
ま
た
、
結
論
と
し
て
、「
原
告
の
側
に
は
、
事
実
の
観
点
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
三
条

二
項
二
号
の
意
味
に
お
け
る
自
己
必
要
と
い
う
形
態
に
お
い
て
、
本
件
解
約
告
知
に
つ
い
て
の
利
益
が
存
在
し
た
。
し
か
し
、
原
告
の
利
益
は
、
本

件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
に
つ
い
て
の
被
告
ら
の
利
益
を
凌
駕
し
な
か
っ
た
」）

56
（

、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
決
定
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
被
告
ら
は
、
実
質
的
に
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
い
う
の
は
、
被
告
ら
は
、
本
件
契
約
の
終
了
に
よ
っ
て
、
本4

件
契
約
の
終
了
の
結
果
と
し
て
生
じ
う
る
と
こ
ろ
の
経
済
的

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

資
金
的

4

4

4

、4・

健
康
的

4

4

4

、4・

家
族
的

4

4

4

、4・

ま
た
は

4

4

4

、4・

個
人
的
な
性
質
の
不
利
益

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
形
態

に
お
け
る
要
求
で
き
な
い
苛
酷
さ
を
被
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

当
該
不
利
益
の
発
生
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

絶
対
的
な
確
実
性
を
も
っ
て
確
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
不
利
益
が
い
く
ば
く
か

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
蓋
然
性
を
も
っ
て
予
期
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
十
分
で
あ
る
。
し
か
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
該
不
利
益
の
発
生
の
理
論
的
な
だ
け
の
可
能
性
は
十
分
で
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

い4

。
他
方
に
お
い
て
、
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
苛
酷
さ
は
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
。
当
該
不
利
益
は
い
く
ば
く
か
の
重
要
さ
を
有
す
る
こ
と
が
必
要

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る

4

4

4

」）
57
（

。
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第
二
に
、
シ
ェ
ー
ネ
ベ
ル
ク
区
裁
判
所
二
〇
一
四
年
四
月
九
日
判
決）

58
（

を
み
て
お
き
た
い
。

　

被
告
は
、
一
九
九
八
年
三
月
一
二
日
付
の
本
件
使
用
賃
貸
借
契
約
を
も
っ
て
、
補
助
参
加
人(Streithelferin)

か
ら
、
本
件
建
物
の
三
階
に
所

在
す
る
本
件
住
居
を
賃
借
し
た
。
そ
の
後
、
本
件
土
地
・
建
物
は
、
二
〇
〇
六
年
に
補
助
参
加
人
か
ら
Ｋ
有
限
会
社
に
、
二
〇
〇
九
年
に
Ｋ
有
限
会

社
か
ら
原
告
ら
に
譲
渡
さ
れ
た
。
原
告
ら
は
、
本
件
建
物
を
取
得
し
て
か
ら
大
規
模
な
改
造
措
置
を
実
行
し
た
が
、
そ
の
後
、
数
回
に
わ
た
っ
て
、

「
自
己
必
要
」を
理
由
と
し
て
、被
告
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
本
件
に
お
い
て
審
理
の
対
象
と
さ
れ
た
解
約
告
知
に
つ
い
て
、

原
告
ら
は
、
原
告
ら
の
二
人
の
子
供
ら
に
よ
る
利
用
の
た
め
に
本
件
住
居
を
必
要
と
す
る
、
と
申
し
立
て
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
主
と
し

て
、
身
体
・
健
康
の
侵
害
を
理
由
と
し
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。

　

区
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
本
件
（
明
渡
し
の
）
訴
え
は
、
棄
却
さ
れ
る
。
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
期
間
の
定
め
な
く
継
続
さ
れ
る
」）

59
（

、

と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
は
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
・
・
・
・
賃
借
人
に
と
っ
て
の
要
求
で
き
な
い
苛
酷
さ
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

転
居
と
平
行
し
て
不
可
避
的
に
現
れ
る
不
愉
快
な
こ
と
を
も
っ
て
理
由
づ
け
ら
れ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

る
こ
と
は
で
き
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
れ
に
対
し
て
、
明
渡
し
の
場
合
に
と
っ
て
の
健
康
上
の
不
利
益
は
、
原
則
と
し
て
、
苛
酷
さ
と
い
う
抗
弁
の
理
由
づ
け
の

た
め
に
適
当
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
確
実
に
生
じ
る
健
康
上
の
不
利
益
だ
け
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
く

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

む4

し
ろ

4

4

、4・

す
で
に

4

4

4

、4・

相
当
な
健
康
上
の
悪
化
と
い
う
真
摯
な
危
険
も
ま
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

要
求
で
き
な
い
苛
酷
さ
の
受
入
れ
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ

る
」）

60
（

。
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第
三
に
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
第
一
地
方
裁
判
所
二
〇
一
四
年
七
月
二
三
日
判
決）

61
（

を
み
て
お
き
た
い
。

　

被
告
ら
は
、
二
〇
〇
七
年
以
来
、
原
告
（
賃
貸
人
）
か
ら
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
存
在
す
る
本
件
住
居
を
賃
借
し
、
被
告
・
一
が
本
件
住
居
に
居
住
し

て
い
た
。
原
告
は
、
二
〇
一
二
年
に
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被
告
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
原
告
は
、
イ
タ

リ
ア
に
居
住
し
て
い
た
が
、
一
四
年
前
に
か
か
っ
た
癌
の
病
気
の
結
果
と
し
て
、
規
則
的
に
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
お
い
て
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
の
た
め
に
診

察
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
原
告
は
、
そ
の
滞
在
の
た
め
に
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
お
い
て
相
当
な
ホ
テ
ル
の
費
用
が
生
じ
る
こ
と
を
も
っ
て
、

本
件
解
約
告
知
を
理
由
づ
け
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
被
告
・
一
の
生
命
・
身
体
・
健
康
の
侵
害
、
被
告
・
一
に
と
っ
て
の
本
件
住
居
の

意
義
を
理
由
と
し
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。
区
裁
判
所
は
、
本
件
明
渡
し
の
訴
え
を
棄
却
し
、
本
件
使
用
賃

貸
借
関
係
は
期
間
の
定
め
な
く
継
続
さ
れ
る
、
と
判
断
し
た
。

　

原
告
は
地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
が
、
地
方
裁
判
所
も
ま
た
、
結
論
と
し
て
、「
区
裁
判
所
は
、
正
当
な
こ
と
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
、
五
七
四

ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
言
い
渡
し
た
。

　

・
・
・
・
・
・
・
・

　

区
裁
判
所
は
、
的
確
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
期
間
の
定
め
の
な
い
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
言
い
渡
し
た
。
そ
の
場

合
に
実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
一
項
一
文
の
意
味
に
お
け
る
利
益
の
比
較
衡
量
に
お
い
て
、
本
件
に
お
い
て

は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
に
つ
い
て
の
被
告
ら
の
利
益
が
優
位
に
あ
っ
た
」）

62
（

、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
当
裁
判
所
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
利
益
の
比
較
衡
量
の
た
め
に
は
、
ま
ず
第
一
に
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
に
つ
い
て
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の
被
告
ら
の
利
益
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
当
該
契
約
の
終
了
が
、
賃
借
人
に
と
っ
て
、
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
苛
酷
さ
を
意
味
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
、
当
該
契
約
の
終
了
の
結
果
と
し
て
生
じ
う
る
と
こ
ろ
の
経
済
的
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さ
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そ
の
場
合
に
、
当
該
不
利

4
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4

益
の
発
生
は

4
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4

4

、4・

絶
対
的
な
確
実
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を
も
っ
て
確
定
し
て
い
な
け
れ
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な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
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む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
不
利
益
が
い
く
ば
く
か
の
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4

4

4

蓋
然
性
を
も
っ
て
予
期
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
十
分
で
あ
る
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。

　

第
四
に
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
地
方
裁
判
所
二
〇
一
四
年
一
一
月
二
一
日
判
決）
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（

を
み
て
お
き
た
い
。

　

原
告
ら
は
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被
告
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
と
い
う
の
は
、
原
告
・
一
は
、
原
告
・
二

と
の
別
居
お
よ
び
共
同
の
婚
姻
中
の
住
居
か
ら
退
去
し
た
後
、
そ
の
間
に
賃
借
し
て
い
た
住
居
か
ら
も
退
去
し
、
彼
女
の
二
二
歳
の
息
子
と
と
も
に
、

原
告
・
一
の
所
有
す
る
本
件
建
物
に
入
居
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
件
建
物
の
賃
借
人
で
あ
っ
た
被
告
は
、
被
告

の
一
五
歳
の
息
子
の
生
命
・
身
体
・
健
康
の
侵
害
を
理
由
と
し
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
主
張
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
本
件
明
渡
し
の
請
求
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
、
五
七
四
ａ

条
に
し
た
が
っ
て
二
〇
一
三
年
七
月
一
二
日
付
の
被
告
の
異
議
に
よ
っ
て
期
間
の
定
め
な
く
延
長
さ
れ
た
と
い
う
理
由
に
お
い
て
、
理
由
づ
け
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
」）
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（

、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
一
項
に
し
た
が
っ
て
、
賃
借
人
は
、
そ
の
賃
貸
借
関
係
の
終
了
が
、
賃
借
人
、
そ
の
家
族
、
ま
た
は
、
そ
の
世
帯
の
構
成
員
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の
た
め
に
、
賃
貸
人
の
正
当
な
利
益
を
評
価
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
苛
酷
さ
を
意
味
す
る
と
き
に
は
、
賃
貸
人
の
解
約

告
知
に
異
議
を
述
べ
、
賃
貸
人
に
そ
の
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
契
約
の
終
了
の
結
果
と
し
て
生
じ
う
る
と
こ
ろ
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

経
済
的

4

4

4

、4・

資
金
的

4

4

4

、4・

健
康
的

4

4

4

、4・

家
族
的

4

4

4

、4・

ま
た
は

4

4

4

、4・

個
人
的
な
性
質
の
す
べ
て
の
不
利
益
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・『
苛
酷
さ

4

4

4

4

』4・

で
あ
る
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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。
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発
生
は
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対
的
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確
実
性
を
も
っ
て
確
定
し
て
い
な
け
れ
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な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
不
利
益
が
い
く
ば
く
か
の
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と
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。
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。
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の
で
あ
る
」）
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第
五
に
、
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
二
〇
一
五
年
五
月
七
日
判
決）

67
（

を
み
て
お
き
た
い
。

　

被
告
は
、
本
件
建
物
（
多
世
帯
用
住
宅
）
の
所
有
者
で
あ
る
原
告
か
ら
、
本
件
建
物
の
中
二
階
に
所
在
す
る
本
件
住
居
を
賃
借
し
て
い
た
。
原
告

は
、
そ
の
家
族
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
居
住
し
て
い
た
三
つ
の
部
屋
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
メ
ゾ
ネ
ッ
ト
タ
イ
プ
の
住
居
か
ら
、
五
八
平
方
メ
ー
ト

ル
だ
け
の
広
さ
で
本
件
建
物
の
半
地
階
に
所
在
す
る
住
居
に
暫
定
的
に
転
居
し
た
。
そ
の
後
、
原
告
は
、
原
告
お
よ
び
原
告
の
妻
の
健
康
上
の
侵
害
、

お
よ
び
、
現
在
の
狭
め
ら
れ
た
居
住
状
態
を
理
由
と
し
て
、
被
告
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
、
本
件
住
居
に
入
居
す
る
こ
と
を
意

図
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
生
命
・
身
体
・
健
康
の
侵
害
を
理
由
と
し
て
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
す
る
原
告
の
本
件
解
約
告
知
に
異

議
を
述
べ
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。
区
裁
判
所
は
、
本
件
明
渡
し
の
訴
え
を
棄
却
し
た
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
は
区
裁
判
所
と
同
じ
で
あ
っ
た
が
、「
原
告
は
、
被
告
に
対
し
て
・
・
・
・
本
件
住
居
の
明
渡
し
と
返
還
に
対
す



住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
二
）

134

る
請
求
権
を
有
し
な
か
っ
た
。
二
〇
一
二
年
九
月
一
七
日
付
で
意
思
表
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
自
己
必
要
を
理
由
と
す
る
本
件
解
約
告
知
は
、
結
論

に
お
い
て
、
原
告
と
被
告
と
の
間
で
存
続
し
て
い
る
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
終
了
さ
せ
な
か
っ
た
。
被
告
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
一
項
一
文
、

五
七
四
ａ
条
一
項
一
文
に
し
た
が
っ
て
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
二
〇
日
付
で
、
有
効
に
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
。
と
い
う
の
は
、
本
件
解

約
告
知
は
、
被
告
に
と
っ
て
、
要
求
で
き
な
い
苛
酷
さ
を
意
味
し
た
か
ら
で
あ
る
。
被
告
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
ａ
条
二
項
二
文
に
し
た
が
っ
て
、
期

間
の
定
め
の
な
い
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
に
対
す
る
請
求
権
を
有
し
た
」）
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（

、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
三
条
以
下
の
関
連
す
る
規
定
の
解
釈
と
適
用
に
お
い
て
、
民
事
裁
判
所
は
、
賃
貸
人
の
取
戻
し
に
つ
い
て
の
利
益
と
な
ら
ん
で
、

賃
借
人
の
存
続
に
つ
い
て
の
利
益
も
ま
た
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
対
立
す
る
こ
れ
ら
の
利
益
を
互
い
に
比
較
衡
量
し
、
釣
り
合
い
の

と
れ
た
調
整
へ
と
も
た
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
契
約
の
終
了
の
結
果
と
し
て
賃
借
人
に
生
じ
う
る
と
こ
ろ
の
経
済
的
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そ
の
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合
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第
六
に
、
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
二
〇
一
五
年
七
月
八
日
判
決）

70
（

を
み
て
お
き
た
い
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
は
、
被
告
（
賃
借
人
）
ら
に
賃
貸
借
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
本
件
住
居
に
つ
い
て
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
、「
自
己
必
要
」

を
理
由
と
し
て
解
約
告
知
し
た
。
原
告
は
、
本
件
住
居
を
、
原
告
と
一
緒
に
生
活
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
原
告
の
成
人
し
た
息
子
に
使
用
さ
せ
る
つ
も
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り
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
被
告
・
二
の
生
命
・
身
体
・
健
康
の
侵
害
、
被
告
・
二
に
と
っ
て
の
本
件
住
居
の
意
義
を
理
由
と
し

て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
原
告
の
許
容
し
う
る
本
件
控
訴
は
、
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
原
告
は
、
成
果
な
し
に
、
結
果
に
お
い

て
的
確
で
あ
る
と
こ
ろ
の
区
裁
判
所
の
確
定
を
攻
撃
し
た
。
区
裁
判
所
の
確
定
に
し
た
が
っ
て
、
被
告
・
二
は
、
確
か
に
有
効
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の

自
己
必
要
を
理
由
と
す
る
原
告
の
本
件
解
約
告
知
に
対
し
て
、
二
〇
一
二
年
四
月
一
一
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
同
じ
く
有
効
に
、
次
の
結
果
を
と

も
な
っ
て
異
議
を
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
被
告
・
二
の
請
求
に
も
と
づ
い
て
・
・
・
・
期
間
の
定
め
な
く
継
続
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

・
・
・
・
精
神
鑑
定
を
求
め
る
こ
と
に
よ
る
証
拠
調
べ
の
結
果
に
し
た
が
っ
て
、
当
部
の
確
信
の
た
め
に
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
は
、

被
告
・
二
に
と
っ
て
、
原
告
の
正
当
な
利
益
を
評
価
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
苛
酷
さ
を
意
味
し
た
こ
と
が
確
定
し
て
い

た
」）

71
（

、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「『

4

・

苛
酷
さ

4

4

4

』4・

と
い
う
定
め
ら
れ
て
い
な
い
法
概
念
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
該
契
約
の
終
了
の
結
果
と
し
て
生
じ
う
る
と
こ
ろ
の
経
済
的

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

資
金
的

4

4

4

、4・

健
康
的

4

4

4

、4・

家
族
的

4

4

4

、4・

ま
た
は

4

4

4

、4・

個
人
的
な
性
質
の
す
べ
て
の
不
利
益
を
把
握
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
か
な
り
高
齢
の
賃
借
人
が
一
定
の
居
住
地
域
に
定
着
す
る
こ
と
、
要
求
で

き
る
条
件
の
相
当
な
代
替
住
居
が
欠
け
て
い
る
こ
と
、
重
大
な
病
気
、
ま
た
は
、
肉
体
的
も
し
く
は
精
神
的
な
障
害
と
全
く
同
様
に
、
職
業
的
な
諸

関
係
の
侵
害
が
、『
苛
酷
さ
』
に
属
し
う
る
。
当
該
不
利
益
の
発
生
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

絶
対
的
な
確
実
性
を
も
っ
て
確
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

な
い

4

4

。
む
し
ろ
、
当
該
不
利
益
が
い
く
ば
く
か
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
予
期
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
該
不

4

4

4
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利
益
の
発
生
の
理
論
的
な
だ
け
の
可
能
性
は
十
分
で
な
い
。
転
居
と
と
も
に
避
け
ら
れ
な
い
不
愉
快
な
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

苛
酷
さ
の
理
由
を
意
味
し
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の

で
あ
る
」）

72
（

。

　

以
上
、
現
在
の
裁
判
例
に
お
い
て
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点

を
確
認
し
て
き
た
。
こ
こ
で
の
考
察
を
ま
と
め
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

①　

当
該
契
約
の
終
了
の
結
果
と
し
て
賃
借
人
に
生
じ
う
る
と
こ
ろ
の
経
済
的
、
資
金
的
、
健
康
的
、
家
族
的
、
ま
た
は
、
個
人
的
な
性
質
の
す

べ
て
の
不
利
益
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
一
項
一
文
の
意
味
に
お
け
る
苛
酷
さ
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

②　

他
方
に
お
い
て
、
当
該
不
利
益
は
い
く
ば
く
か
の
重
要
さ
を
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
要
求
で
き
な
い
苛
酷
さ
は

転
居
と
平
行
し
て
不
可
避
的
に
現
れ
る
不
愉
快
な
こ
と
を
も
っ
て
理
由
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

③　

当
該
不
利
益
の
発
生
は
、
絶
対
的
な
確
実
性
を
も
っ
て
確
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
不
利
益
が
い
く
ば

く
か
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
予
期
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
該
不
利
益
の
発
生
の
理
論
的
な
だ
け
の
可
能
性
は

十
分
で
な
い
。

　

④　

当
該
苛
酷
さ
の
理
由
が
、
一
時
的
な
だ
け
で
あ
る
の
か
、
ま
た
は
、
継
続
的
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
は
、
当
該
契
約
の
継
続
の
期
間
の
た
め

に
だ
け
、
ひ
と
つ
の
役
割
を
演
じ
る
。

　

六　

こ
こ
ま
で
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
関
係
す
る
裁
判
例
を
考
察
し
て
き
た
が
、
比
較
衡
量
そ
れ
自
体
に
か
か
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わ
る
裁
判
例
の
考
察
に
入
る
前
に
、
さ
ら
に
確
認
し
て
お
き
た
い
裁
判
例
が
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
に
当
然
あ
た
る
と
解
釈
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
ア
ル
ン

ス
ベ
ル
ク
区
裁
判
所
一
九
八
八
年
三
月
九
日
判
決）

73
（

を
み
て
お
き
た
い
。

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、原
告（
賃
貸
人
）は
、一
九
八
七
年
八
月
一
三
日
付

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
、被
告（
賃
借
人
）ら
に
本
件
住
居
を
賃
貸
借
し
た
が
、

す
で
に
、
一
九
八
七
年
九
月
一
〇
日
付

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
書
面
を
も
っ
て
、
被
告
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、

本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。

　

区
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
意
思
表
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
請
求
す
る
権

利
が
、
賃
借
人
に
当
然
帰
属
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
）」）

74
（

、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
本
件
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
一
九
八
七
年
九
月
一
八
日
付
の
書
面
、
お
よ
び
、
一
九
八
七
年
一
一
月
九
日
付
の
書
面
に
お
け
る
異
議

は
、
注
目
す
べ
き
、
重
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
八
七
年
九
月
一
〇
日
付
の
書
面
に
よ
る
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
本
件
解
約
告
知
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ

五
五
六
ａ
条
一
項
一
文
の
意
味
に
お
い
て
、
賃
借
人
お
よ
び
そ
の
家
族
に
と
っ
て
、
賃
貸
人
の
正
当
な
利
益
を
評
価
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
こ
ろ
の
苛
酷
さ
を
意
味
し
た
。
賃
貸
人
が
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
が
よ
う
や
く
一
ヶ
月
存
続
し
た
後
で
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

告
知
し
た
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

、4・

す
で
に

4

4

4

、4・

苛
酷
さ
を
意
味
し
た

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」）

75
（

。

　

他
方
に
お
い
て
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
（
旧
五
五
六
ａ
条
）
の
枠
組
み
に
お
い
て
考
慮
す
る
こ
と
が
可
能
な
利
益
で
は
な
い
と
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解
釈
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
最
後
に
、
こ
の
点
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
の
裁
判
例
を
い
く
つ
か
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

第
一
に
、
コ
ー
ブ
レ
ン
ツ
地
方
裁
判
所
一
九
八
六
年
一
二
月
二
日
判
決）

76
（

を
み
て
お
き
た
い
。

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
本
件
住
居
の
賃
借
人
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
被
告
の
母
親
が
死
亡
し
た
後
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
に
入

っ
た
被
告
に
対
し
て
、
本
件
住
居
の
賃
貸
人
で
あ
っ
た
原
告
（
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
）
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
被
告
は
、
被
告
の
夫
が
夫
婦
の
住
居
の
必
要
を
適
切
に
満
た
す
と
こ
ろ
の
ま
た
別
の
住
居
の
賃
借
人
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
住

居
が
被
告
の
母
親
か
ら
相
続
し
た
家
具
を
収
容
す
る
た
め
に
あ
ま
り
に
狭
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
と
い
う

事
案
で
あ
っ
た
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
原
告
は
、
被
告
に
対
し
て
、
本
件
賃
貸
住
居
の
明
渡
し
と
返
還
に
対
す
る
請
求
権
を
有
す
る
。
と
い
う
の
は
、

一
九
八
四
年
一
二
月
三
日
付
の
本
件
解
約
告
知
は
有
効
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
終
了
さ
せ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
」）

77
（

、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
被
告
は
・
・
・
・
Ｂ
Ｇ
Ｂ
・
・
・
・
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
と

い
う
の
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
契
約
に
し
た
が
っ
た
終
了
は
、
被
告
に
と
っ
て
、
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
苛
酷
さ
を
意
味
し
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
件
に
お
い
て
は
、
す
で
に
、
も
っ
ぱ
ら
、
被
告
の
夫
が
夫
婦
の
住
居
の
必
要
を
適
切
に
満
た
す
と
こ
ろ
の
ま

た
別
の
住
居
の
賃
借
人
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
か
ら
出
て
き
た
。
当
該
住
居
が
被
告
の
母
親
か
ら
相
続
し
た
家
具
を
収
容
す
る
た
め
に
あ
ま
り
に
狭
か
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っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
、
取
る
に
足
り
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
原
告
は
、
正
当
な
こ
と
に
、
被
告
の
相
続
財
産
を
維
持
す
る
こ
と
に
つ
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
理
解
で
き
る
利
益
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
社
会
的
条
項
の
枠
組
み
に
お
い
て
考
慮
す
る
こ
と
が
可
能
な
利
益
で
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
を
指
摘
し
た
の

で
あ
る
」）

78
（

。

　

第
二
に
、
デ
ッ
ト
モ
ル
ト
区
裁
判
所
一
九
八
八
年
五
月
二
七
日
判
決）

79
（

を
み
て
お
き
た
い
。

　

事
案
の
概
要
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

被
告
ら
は
、一
九
八
七
年
九
月
一
日
付

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
、本
件
住
居
を
原
告
か
ら
賃
借
し
た
が
、一
九
八
七
年
一
二
月
に
、当
事
者
間
に
意
見
の
相
違
が
生
じ
た
。

原
告
は
、
一
九
八
八
年
一
月
二
六
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
が
、
建
物
・

土
地
所
有
者
協
会
は
、
原
告
の
申
出
に
お
い
て
、
一
九
八
八
年
二
月
一
二
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
原
告
の
「
自
己
必
要
」
の
詳
細
を
被
告
ら
に
説

明
し
た
。
被
告
ら
は
、
当
該
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
。

　

そ
の
後
、
原
告
は
、
新
た
に
、
一
九
八
八
年
三
月
一
〇
日
付

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
弁
護
士
の
書
面
を
も
っ
て
、
一
九
八
八
年
六
月
三
〇
日
付
で
、
本
件
使
用
賃
貸
借

関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
原
告
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
原
告
の
母
親
の
住
居
に
お
い
て
母
親
と
一
緒
に
居
住
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
今
や
、
自
己

の
住
居
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
理
由
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
原
告
の
「
自
己
必
要
」
を
否
認
し
、
本
件
解
約
告
知
は
真
実
は
当
事
者
間
に
生
じ
た
意
見
の
相
違
に
も
と
づ
い
て

い
た
、
と
主
張
し
た
ほ
か
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
よ
う
や
く
短
い
期
間
（
六
ヶ
月
半
）
だ
け
継
続
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
解
約
告
知
は
権

利
の
濫
用
で
も
あ
っ
た
、
と
申
し
立
て
た
の
で
あ
る
。
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区
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
本
件
明
渡
し
の
訴
え
は
、
許
容
し
う
る
し
、
根
拠
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
」）

80
（

、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
は
、
は
じ
め
に
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
本
件
解
約
告
知
は
「
自
己
必
要
」
に
つ
い
て
の
要

件
を
満
た
し
有
効
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
。

　
「
一
九
八
八
年
三
月
一
〇
付
の
弁
護
士
の
書
面
を
も
っ
て
原
告
に
よ
っ
て
意
思
表
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
本
件
解
約
告
知
に
よ
っ
て
、
本
件
使
用
賃

貸
借
関
係
は
、
一
九
八
八
年
六
月
三
〇
日
付
で
終
了
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
本
件
解
約
告
知
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
に
し
た
が
っ
て
理
由

が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
原
告
は
、
被
告
ら
の
本
件
住
居
を
自
己
の
た
め
に
必
要
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

自
己
必
要
と
い
う
問
題
に
と
っ
て
は
、
賃
貸
人
が
、
当
該
住
居
の
利
用
の
た
め
に
、
自
己
ま
た
は
そ
の
他
の
優
遇
さ
れ
た
人
の
た
め
に
、
筋
の
通

り
、
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
理
由
を
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
し
か
し
、
そ
の
こ
と
で
十
分
で
も
あ
る
。
賃
貸
人
が
こ
れ
ま
で
不
十
分
に

居
住
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
、
重
要
で
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
要
件
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
認
め
ら
れ
て
い
た
。
原
告
が
、
も
は
や
、
原
告
の
母
親
と
一
緒
に
、
あ
る
住
居
に
お
い
て
居
住
す
る
つ
も

り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
原
告
の
建
物
に
所
在
す
る
自
分
自
身
の
住
居
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
筋
の
通
り
、
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
っ
た
」）

81
（

。

　

次
に
、
区
裁
判
所
は
、
本
件
解
約
告
知
は
権
利
の
濫
用
で
も
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
短
い
継
続
期
間
の
後
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
自
己
必
要
を
理
由
と
す
る
本
件
解
約
告
知
は
、
権
利
の
濫
用
で
も
な
か
っ

た
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
）。
ま
さ
し
く
、
当
事
者
間
に
有
害
な
こ
と
や
意
見
の
相
違
が
生
じ
た
と
い
う
状
況
は
、
な
お
こ
れ
以
上
の
不
愉
快
な
こ
と

を
避
け
る
た
め
に
、
被
告
ら
の
本
件
住
居
を
自
分
自
身
で
要
求
す
る
こ
と
を
決
心
す
る
よ
う
に
原
告
を
動
か
し
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
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は
、
権
利
の
濫
用
の
受
入
れ
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
観
点
で
あ
っ
た
」）

82
（

。

　

最
後
に
、
区
裁
判
所
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
が
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
を
も
意
味
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
は
、
被
告
ら
に
と
っ
て
、
原
告
の
正
当
な
利
益
を
評
価
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ

の
苛
酷
さ
を
意
味
し
な
か
っ
た
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
）。
被
告
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
観
点
を
立
証
的
に
申
し
立
て
な
か
っ
た
。・
・
・
・
も
っ
ぱ
ら

4

4

4

4

本
件
住
居
に
さ
ら
に
よ
り
長
く
と
ど
ま
る
と
い
う
願
望
だ
け

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
は

4

4

、4・

被
告

4

4

ら
の
対
立
す
る
利
益
と
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

十
分
で
は
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」）

83
（

。

　

第
三
に
、
ボ
ン
地
方
裁
判
所
一
九
九
二
年
三
月
一
九
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【
３
】
ボ
ン
地
方
裁
判
所
一
九
九
二
年
三
月
一
九
日
判
決）

84
（

　
﹇
事
案
の
概
要
と
経
緯
﹈

　

被
告
は
、
一
九
八
六
年
一
二
月
二
七
日
付
の
使
用
賃
貸
借
契
約
を
も
っ
て
、
原
告
ら
の
前
主
か
ら
、
一
九
八
七
年
一
月
一
日
以
来
、
付
帯
費
用
を

加
え
て
月
あ
た
り
五
〇
〇
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
の
賃
料
で
、
期
間
の
定
め
な
く
、
本
件
住
居
を
賃
借
し
て
い
た
。
原
告
ら
は
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
三
〇

日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
原
告
ら
の
娘
の
た
め
に
、「
自
己
必
要
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
原
告
ら

の
娘
は
、
Ｘ
博
士
と
婚
姻
生
活
に
入
り
、
本
件
住
居
（
二
戸
建
住
宅
の
半
分
）
に
お
い
て
共
同
し
て
住
居
を
利
用
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
。
さ
ら
に
、

原
告
ら
は
、
一
九
九
一
年
七
月
二
五
日
付
で
、
新
た
に
、
一
九
九
一
年
一
〇
月
三
一
日
付
で
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
原
告
ら
の
「
自
己
必
要
」
の
真
摯
さ
を
疑
っ
た
ほ
か
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
一
九
九
二
年
の
経
過
す
る
前
に
本

件
住
居
を
明
け
渡
す
こ
と
が
可
能
な
状
況
に
な
か
っ
た
こ
と
を
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
被
告
は
、
歯
科
学
の
学
生
で
あ
っ
た
し
、
同
時
に
、
世
界

最
高
の
エ
ペ
競
技
者
に
属
し
、
メ
ダ
ル
獲
得
の
見
通
し
を
も
っ
て
、
翌
年
（
一
九
九
二
年
）
の
バ
ル
セ
ロ
ナ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
参
加
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
か
ら
出
発
で
き
る
と
こ
ろ
の
高
度
の
能
力
が
要
求
さ
れ
る
競
技
ス
ポ
ー
ツ
選
手
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
で
あ
る
。

　

区
裁
判
所
は
、「
自
己
必
要
」
に
依
拠
し
た
と
こ
ろ
の
一
九
九
一
年
七
月
二
五
日
付
の
本
件
解
約
告
知
を
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
一
九
九
一

年
一
〇
月
三
一
日
を
も
っ
て
終
了
し
た
と
い
う
結
果
を
と
も
な
っ
て
、
正
当
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
判
断
し
た
。
た
だ
し
、
他
方
に
お
い
て
、

区
裁
判
所
は
、民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
て
、職
権
を
も
っ
て
、一
九
九
二
年
九
月
三
〇
日
ま
で
の
明
渡
期
間
を
被
告
に
認
め
た
の
で
あ
る
。

　

区
裁
判
所
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
は
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
に
は
あ
た
ら
な
い
が
、
他
方
に
お
い
て
、
賃
借
人
に
は
一
定

の
明
渡
期
間
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
法
的
な
判
断
を
、
次
の
よ
う
に
理
由
づ
け
た
。

　
「
被
告
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
法
的
見
解
に
反
し
て
、
本
件
住
居
の
放
棄
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
が
・
・
・
・
命
じ
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
結
果
を
と
も
な
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
意
味
に
お
け
る
特
別
な
苛
酷
さ
を
意
味
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は

問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
ス
ポ
ー
ツ
選
手
と
し
て
の
被
告
の
例
外
的
な
立
場
、
特
に
、
一
九
九
二
年
七
月
二
五
日
か
ら

一
九
九
二
年
八
月
九
日
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
の
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
準
備
期
間
に
お
い
て
、
被
告
が
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

に
参
加
し
、
メ
ダ
ル
を
も
獲
得
す
る
と
い
う
す
べ
て
の
見
通
し
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
お
よ
び
、
当
該
出
来
事
に
対
す
る
準
備
に
よ
っ
て

認
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
そ
の
た
め
の
被
告
の
特
別
な
要
求
は
、
原
告
ら
の
娘
に
、
そ
の
婚
約
者
と
と
も
に
、
間
近
に
迫
っ
た
婚
姻
お
よ
び
創
設
さ
れ

る
共
同
の
世
帯
の
た
め
に
必
要
な
住
居
を
使
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
原
告
ら
の
利
益
状
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
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ク
の
終
了
後
の
月
が
経
過
す
る
ま
で
の
明
渡
期
間
を
被
告
に
認
め
る
こ
と
を
強
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
被
告
が
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
対

す
る
準
備
期
間
を
考
慮
に
入
れ
て
、
試
験
の
時
期
に
あ
る
学
生
と
同
等
で
あ
る
こ
と
が
決
定
的
で
あ
る
。
試
験
の
時
期
に
あ
る
学
生
に
は
、
当
該
状

態
に
お
い
て
、
強
固
な
裁
判
例
に
し
た
が
っ
て
、
通
常
、
そ
の
特
別
な
状
態
を
考
慮
し
て
、
明
渡
期
間
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ

と
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
被
告
が
、
大
学
で
学
び
、
同
時
に
、
世
界
最
高
の
エ
ペ
競
技
者
の
ひ
と
り
と
し
て
、
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
ス
ポ
ー
ツ
選
手
で
あ
る

と
い
う
理
由
だ
け
で
妥
当
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
は
、
賃
借
人
に
、
賃
借
人
の
私
的
な

4

4

4

4

4

4

4

利
益

4

4

の
た
め
に
だ
け
、
当
該
私
的
な
利
益
は
疑
い
な
く
非
常
に
大
き
な
時
間
的
な
必
要
に
行
き
着
い
た
が
、
賃
借
人
に
よ
っ
て
賃
借
さ
れ
た
本
件

住
居
に
関
し
て
、
い
わ
ば
特
権
が
与
え
ら
れ
た
地
位
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
し
た
か
ら
で
あ
る
。
被
告
が
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
ス
ポ
ー
ツ
選
手
と
し
て

一
九
九
二
年
の
夏
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
対
す
る
準
備
の
時
期
に
あ
っ
た
と
い
う
特
別
な
例
外
的
状
況
だ
け
が
、
可
能
な
限
り
邪
魔
さ
れ
な
い
準
備
、

お
よ
び
、
そ
の
こ
と
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
た
と
え
時
間
的
に
期
限
づ
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
本
件
住
居
を
さ
ら
に
続
け
て
維
持
し
て
も

よ
い
こ
と
に
つ
い
て
の
被
告
の
利
益
に
対
し
て
、
本
件
住
居
を
原
告
ら
の
娘
と
そ
の
婚
約
者
に
す
で
に
一
九
九
一
年
一
一
月
一
日
の
間
近
に
迫
っ
た

自
分
自
身
の
世
帯
の
創
設
の
た
め
に
使
用
さ
せ
る
と
い
う
原
告
ら
の
利
益
に
対
す
る
優
位
を
認
め
る
こ
と
を
正
当
化
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
せ
た
の
で

あ
る
。
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
明
渡
期
間
は
、
そ
の
他
の
点
で
は
、
す
で
に
一
九
九
二
年
八
月
九
日
に
終
了
す
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
顧
慮
し

て
、
一
九
九
二
年
九
月
三
〇
日
に
限
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
被
告
に
よ
っ
て
目
指
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
一
九
九
二
年
の
終
わ
り
の
前
に
本
件

使
用
賃
貸
借
関
係
が
終
了
し
な
い
こ
と
は
・
・
・
・
真
摯
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」）

85
（

。

　
﹇
判
決
理
由
﹈

　

地
方
裁
判
所
も
ま
た
、
結
論
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
た
。
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「
原
告
ら
は
・
・
・
・
被
告
に
対
し
て
、
被
告
に
よ
っ
て
居
住
さ
れ
た
本
件
住
居
の
明
渡
し
と
返
還
に
対
す
る
請
求
権
を
有
す
る
。
と
い
う
の
は
、

原
告
ら
と
被
告
と
の
間
に
存
続
し
て
い
た
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
一
九
九
一
年
七
月
二
五
日
付
の
原
告
ら
の
本
件
解
約
告
知
に
も
と
づ
い
て
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
一
項
、
二
項
二
号
に
し
た
が
っ
て
、
法
的
に
有
効
に
、
一
九
九
一
年
一
〇
月
三
一
日
付
で
、
終
了
さ
せ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
申
し
立
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
自
己
必
要
と
い
う
解
約
告
知
理
由
は
、
一
九
九
一
年
七
月
二
五
日
付
の
本
件
解
約
告
知
の
時
点
に
お
い
て
存
在
し

た
し
、
現
在
も
な
お
存
在
す
る
。

　

被
告
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
項
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
に
対
す
る
請
求
権
を
有
し
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
被

告
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
が
、
被
告
に
と
っ
て
、
原
告
ら
の
正
当
な
利
益
を
考
慮
に
入
れ
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ

ろ
の
苛
酷
さ
を
意
味
し
た
こ
と
を
論
理
的
に
説
明
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」）

86
（

。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、地
方
裁
判
所
は
、は
じ
め
に
、賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て
、次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
社
会
的
な
苦
境
を
回
避
す
る
と
い
う
Ｂ
Ｇ
Ｂ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

五
五
六
ａ
条
一
項
の
目
的
か
ら

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

正
当
化
さ
れ
な
い
苛
酷
さ
を
も
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

住
居
を
探
す
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

、4・

転4

居
費
用

4

4

4

、4・

お
よ
び

4

4

4

、4・

作
業
コ
ス
ト
の
よ
う
な
転
居
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
通
常
の
苦
労
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

な
い

4

4

。
む
し
ろ
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

こ
の
よ
う
な
通
常
の
侵
害
を
凌
駕
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

全
部
の
事
情
を
考
慮
に
入
れ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

社
会
的
な
保
護
目
的

4

4

4

4

4

4

4

4

を
顧
慮
し
て

4

4

4

4

4

、4・

要
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
不
利
益
を
当
然
必
要
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」）
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（

。

　

そ
の
う
え
で
、
地
方
裁
判
所
は
、
本
件
事
案
に
お
い
て
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
に
つ
い
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
被

告
（
賃
借
人
）
が
代
替
住
居
の
調
達
に
つ
い
て
被
告
の
ス
ポ
ー
ツ
上
の
利
益
と
勉
学
と
の
結
合
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
が
、
被
告
は
、
①
被
告
の
代
替
住
居
調
達
義
務
を
満
た
さ
な
か
っ
た
し
、
②
要
求
で
き
る
条
件
で
の
相
当
な
代
替
住
居
が
調
達
さ
れ
る
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こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
も
し
く
は
、
調
達
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
立
証
的
に
説
明
し
な
か
っ
た
、
と
判
断
し
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係

の
終
了
に
つ
い
て
の
原
告
ら
の
正
当
な
利
益
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
に
つ
い
て
の
被
告
の
利
益
を
凌
駕
し
た
、
と
結
論
づ
け
た
。
す
な

わ
ち
、
次
の
よ
う
な
論
述
で
あ
っ
た
。

　
「
苛
酷
さ
は
、
代
替
住
居
が
調
達
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
の
み
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
文
言
に
し
た
が
っ
て
、

賃
借
人
が
、
代
替
住
居
を
得
よ
う
と
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
賃
借
人
は
、
個
人
的
お
よ
び
経
済
的
に
賃
借
人
に
要
求
で

き
る
す
べ
て
の
、
し
た
が
っ
て
、
資
金
的
な
犠
牲
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
た
措
置
を
講
じ
、
す
な
わ
ち
、
必
要
な
場
合
に
は
仲
介
業
者
を
も
介
入
さ
せ

る
場
合
に
の
み
、
当
該
義
務
を
満
た
す
の
で
あ
る
。
被
告
は
、
こ
の
点
で
は
、
一
九
九
一
年
八
月
に
、
両
親
を
通
し
て
、
二
人
の
仲
介
業
者
に
委
託

し
た
こ
と
だ
け
を
申
し
立
て
た
。
被
告
は
、
そ
の
他
の
点
で
は
、
一
九
九
一
年
七
月
二
五
日
付
の
本
件
解
約
告
知
の
意
思
表
示
以
来
、
ど
の
よ
う
な

努
力
を
展
開
し
た
の
か
と
い
う
点
を
説
明
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
被
告
は
、
被
告
の
代
替
住
居
調
達
義
務
を
満
た
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
被
告
は
被
告
の
勉
学
お
よ
び
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
よ
っ
て
時
間
的
に
強
く
制
限
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
こ
と

が
、
何
故
、
仲
介
業
者
を
通
し
て
よ
り
強
く
住
居
を
探
す
こ
と
、
お
よ
び
、
仲
介
さ
れ
た
住
居
の
時
々
の
検
分
に
つ
い
て
、
一
九
九
二
年
ま
た
は

一
九
九
三
年
の
終
わ
り
ま
で
、
被
告
を
妨
げ
た
の
か
、
お
よ
び
、
妨
げ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
、
被
告
は
立
証
的
に
説
明
し
な
か
っ
た
。

　

そ
の
他
の
点
で
は
、
確
か
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
試
験
ま
た
は
ド
ク
タ
ー
の
学
位
を
取
得
す
る
最
終
段
階
に
あ
る
賃
借
人
は
保
護
に
値
す
る
が
、

し
か
し
、
両
方
の
こ
と
は
被
告
に
あ
て
は
ま
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
被
告
は
、
代
替
住
居
の
調
達
に
つ
い
て
、
被
告
の
ス
ポ
ー
ツ
上
の
利
益

と
勉
学
と
の
結
合
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
の
点
で
は
、
被
告
の
勉
学
は
、
被
告
の
申
立
て
に
し
た
が
っ
て
、

な
お
試
験
の
段
階
に
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
項
に
し
た
が
っ
た
比
較
衡
量
の
枠
組
み
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
の
ス
ポ
ー
ツ
上
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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大
望
は
重
要
で
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
と
い
う
の
は
、
ス
ポ
ー
ツ
上
の
大
望
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
項
の
社
会
的
な
保
護
目
的
に
属
さ
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
で
は
、
被
告
は
、
代
替
住
居
の
調
達
に
つ
い
て
、
一
九
九
一
年
七
月
二
五
日
以
来
、
被
告
に
よ
っ
て
選
ん
で
決
め
ら
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
上
の
責

務
に
よ
っ
て
追
加
的
に
負
担
が
か
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
も
、
妨
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
説
明
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

被
告
は
、
要
求
で
き
る
条
件
で
の
相
当
な
代
替
住
居
が
調
達
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
も
し
く
は
、
調
達
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

を
も
、
立
証
的
に
説
明
し
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
被
告
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
に
つ
い
て
の
原
告
ら
の
正
当
な
利
益
は
、
そ
の
継
続
に
つ
い
て
の
被
告
の
利
益

を
凌
駕
し
た
。
と
い
う
の
は
、
原
告
ら
の
娘
と
そ
の
婚
約
者
に
、
継
続
さ
れ
た
使
用
賃
貸
借
関
係
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
彼
ら
の
人
生
の
計
画
策
定
、

す
な
わ
ち
、
計
画
さ
れ
た
婚
姻
と
共
同
の
住
居
に
お
け
る
家
族
の
創
設
を
、
被
告
の
私
的
な
利
益

4

4

4

4

4

4

4

4

の
た
め
に
、
一
九
九
二
年
の
終
わ
り
、
ま
た
は
、

そ
の
う
え
さ
ら
に
、
一
九
九
三
年
の
終
わ
り
ま
で
延
期
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」）

88
（

。

　

地
方
裁
判
所
は
、
右
の
よ
う
に
、
賃
借
人
の
ス
ポ
ー
ツ
上
の
大
望
は
、
あ
く
ま
で
賃
借
人
の
私
的
な
利
益
に
と
ど
ま
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
（
旧

五
五
六
ａ
条
）
の
枠
組
み
に
お
い
て
考
慮
す
る
こ
と
が
可
能
な
利
益
で
は
な
い
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
す
で
に
区
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
明
渡
期
間
を
さ
ら

に
一
ヶ
月
延
長
し
て
認
め
た
の
で
あ
る
。

　
「
被
告
は
、
一
九
九
一
年
七
月
二
五
日
付
の
本
件
解
約
告
知
以
来
、
代
替
住
居
を
見
出
す
た
め
に
す
で
に
半
年
を
超
え
た
時
間
を
有
し
て
い
た
の

で
あ
る
か
ら
、
原
告
ら
の
利
益
を
考
慮
に
入
れ
、
か
つ
、
被
告
が
ス
ポ
ー
ツ
選
手
と
し
て
参
加
す
る
と
こ
ろ
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
す
で
に
一
九
九
二

年
八
月
九
日
に
終
了
し
、
被
告
の
国
家
試
験
が
初
め
て
一
九
九
三
年
の
二
月
に
始
ま
る
と
い
う
状
況
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
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一
項
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
は
、
一
九
九
二
年
一
〇
月
三
〇
日
ま
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
当
部
は
、
な
お
こ
れ
以
上
の
一
ヶ
月
を
認
め

る
こ
と
を
相
当
で
あ
る
、
と
判
断
す
る
。
と
い
う
の
は
、
被
告
は
、
そ
の
前
に
な
お
住
居
を
見
出
さ
な
か
っ
た
限
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
終
了
か
ら
、
全
部
で
お
よ
そ
三
ヶ
月
、
ほ
か
の
住
居
を
見
出
す
た
め
に
時
間
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
」）

89
（

。

　

３　

民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
「
明
渡
し
か
ら
の
保
護
」
と
の
関
係
に
つ
い
て

　

す
で
に
Ⅰ
の
２
に
お
い
て
確
認
し
、
Ⅱ
の
一
の
２
の
最
後
に
取
り
上
げ
た
ボ
ン
地
方
裁
判
所
一
九
九
二
年
三
月
一
九
日
判
決
（
裁
判
例
【
３
】）

に
お
い
て
も
問
題
と
な
っ
て
い
た
よ
う
に
、
本
論
文
に
お
い
て
考
察
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
「
明
渡
し

か
ら
の
保
護
」
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
三
に
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
「
明
渡
し
か
ら
の
保
護
」
と

の
関
係
に
つ
い
て
、
関
係
す
る
裁
判
例
を
考
察
し
た
い
。

　

一　

は
じ
め
に
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
「
明
渡
し
か
ら
の
保
護
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
基
本
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

の
裁
判
例
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

第
一
に
、
エ
ッ
セ
ン
・
ル
ー
ル
地
方
裁
判
所
一
九
六
七
年
七
月
一
〇
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【
４
】
エ
ッ
セ
ン
・
ル
ー
ル
地
方
裁
判
所
一
九
六
七
年
七
月
一
〇
日
判
決）

90
（
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﹇
事
案
の
概
要
と
経
緯
﹈

　

原
告
は
、
四
つ
の
部
屋
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
本
件
住
居
を
、
月
あ
た
り
六
〇
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
の
賃
料
で
被
告
ら
に
賃
貸
借
し
て
い
た
が
、

一
九
六
六
年
七
月
一
日
に
、
一
九
六
七
年
一
月
一
日
付
で
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
被
告
ら
は
、
一
九
六
六
年
八
月
一
日
付
の

書
面
を
も
っ
て
、
被
告
ら
が
建
築
用
地
を
取
得
し
た
こ
と
、
建
築
計
画
お
よ
び
そ
の
実
行
が
完
全
に
動
い
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
、
被
告
ら
が
本
件

解
約
告
知
を
延
期
す
る
よ
う
に
原
告
に
依
頼
し
た
こ
と
を
通
知
し
た
。

　

区
裁
判
所
は
、
本
件
明
渡
し
の
訴
え
を
棄
却
し
、
当
事
者
間
に
存
続
す
る
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
一
九
六
八
年
二
月
二
八
日
ま
で
継
続
さ
せ
た
。

　

原
告
は
、
地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
が
、
控
訴
の
理
由
づ
け
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
申
し
立
て
た
。
す
な
わ
ち
、
被
告
ら
が
代
替
住
居
を
完
成

さ
せ
る
ま
で
に
は
、
お
よ
そ
二
年
の
月
日
が
か
か
る
。
こ
の
理
由
か
ら
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
が
延
長
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
し
に
、

よ
り
長
い
明
渡
期
間
が
被
告
ら
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。
な
お
、
原
告
は
、
補
助
的
に
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
賃
料
を
、
そ
の
地

方
で
慣
習
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
一
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
八
〇
ペ
ニ
ヒ
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、と
も
主
張
し
た
。

　
﹇
判
決
理
由
﹈

　

地
方
裁
判
所
は
、
区
裁
判
所
の
判
断
を
是
認
し
、「
賃
借
人
ら
は
、
原
告
の
・
・
・
・
本
件
解
約
告
知
に
対
し
て
、
第
一
審
の
裁
判
官
が
詳
細
に

適
切
に
述
べ
た
よ
う
に
、
成
果
を
も
っ
て
異
議
を
述
べ
た
」）

91
（

、
と
結
論
づ
け
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の
適
用
と
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
「
明
渡
し
か
ら
の
保
護
」

と
の
関
係
、
お
よ
び
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
と
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
と
の
違
い
等
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
確
か
に
、
文
献
に
お
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
て
可
能
な
明
渡
期
間
―
当
時
二
年
―
の
範
囲
内
に
お
い
て
取
り
除
か
れ
る
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と
こ
ろ
の
苛
酷
さ
が
認
め
ら
れ
る
事
案
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
条
項
の
適
用
に
行
き
着
か
な
い
と
い
う
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、

そ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
の
承
認
に
よ
っ
て
、
す
で
に
、
賃
借
人
に
と
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ

五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
必
要
で
あ
る
と
こ
ろ
の
苛
酷
さ
が
取
り
除
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
当
部
は
、
当
部
の
こ
れ
ま
で
の
恒
常
的
な
裁
判
例
か
ら
離
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
民
事
訴

訟
法
七
二
一
条
の
規
定
に
対
し
て
、
競
合
関
係
に
は
立
た
な
い
し
、
特
に
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
対
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

補
足
的
な
性
質
を
有
し
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で

あ
る
。

　

・
・
・
・
賃
借
人
は

4

4

4

4

、4・

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
要
件
が
存
在
す
る
場
合
に
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
延
長
に
対
す
る
請
求
権
を
有
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

・
・
・
・

裁
判
所
は

4

4

4

4

、4・

当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
延
長
に
対
す
る
請
求
権
の
存
在
ま
た
は
不
存
在
を
審
理
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

確
認
す
る
権
限
だ
け
を
備
え
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

　

・
・
・
・
・
・
・
・

　

二
年
の
範
囲
内
に
お
い
て
取
り
除
か
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
の
苛
酷
さ
に
お
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
で

十
分
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
一
貫
し
て
貫
徹
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
他
の
点
で
は
、
一
般
に
社
会
的
条
項
の
主
た
る
適
用
事
例
と
し
て
強
調
さ
れ
た

と
こ
ろ
の
苛
酷
さ
の
事
案
（
賃
借
人
の
妊
娠
状
態
、
賃
借
人
の
一
時
的
な
病
気
）
が
、
脱
落
す
る
に
違
い
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
事

案
に
お
い
て
も
、
今
や
そ
の
う
え
さ
ら
に
二
年
ま
で
の
明
渡
期
間
が
認
め
ら
れ
う
る
か
ら
に
は
、
明
渡
期
間
の
承
認
で
十
分
で
あ
る
こ
と
が
で
き
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
社
会
的
条
項
、
す
な
わ
ち
、『
社
会
的
な
使
用
賃
貸
借
法
と
い
う
新
た
な
秩
序
の
核
心
』
は
、
な
お
よ
り
い
っ
そ

う
そ
の
適
用
に
お
い
て
困
難
に
さ
れ
、
な
お
よ
り
ま
れ
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
例
外
規
定
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
立
法
者
は
、
明
渡
期
間
を

二
年
に
延
長
す
る
と
い
う
可
能
性
を
も
っ
て
、
確
か
に
、
そ
の
こ
と
を
達
成
す
る
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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・
・
・
・
・
・
・
・

　

・
・
・
・
む
し
ろ
、
社
会
的
条
項
と
明
渡
期
間
の
承
認
は
、
そ
の
要
件
に
お
い
て
、
お
よ
び
、
そ
の
法
律
効
果
に
し
た
が
っ
て
、
根
本
的
に
異
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
出
発
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ

4

4

4

五
五
六
ａ
条
は

4

4

4

4

4

4

、4・

実
体
法
上
の
規
整
を
も
っ
て
お
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
該
規
整
に
よ
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

は
じ

4

4

め
に

4

4

、4・

賃
借
人
が
明
渡
し
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

ま
た
は

4

4

4

、4・

当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
が
延
長
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
ど
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

か
と
い
う
点
が
確
認
さ
れ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
内
容
に
し
た
が
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

執
行
か
ら
の
保
護
の
規
定
で
あ
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
ま
さ
し
く
、

明
渡
し
に
つ
い
て
の
賃
借
人
の
義
務
を
前
提
と
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
れ
か
ら
は
じ
め
て

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

裁
判
所
に
よ
っ
て
審
理
さ
れ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

考
慮
に
入
れ
ら
れ
う
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。
Ｂ4

Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
た
異
議
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

一
定
の
要
件
を
前
提
と
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
し
か
し
、
説
得
力
を
も
っ
て
、
当
該
要
件
に
ひ
と
つ
の
法
律
効
果

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

す
な

4

4

わ
ち

4

4

、4・

当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
延
長
を
結
び
つ
け
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
れ
に
対
し
て
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
う
え
さ
ら
に
職
権
上
顧
慮
さ
れ
な
け

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

れ
ば
な
ら
な
い
裁
量
規
定
を
含
ん
で
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。・
・
・
・
本
件
に
お
い
て
、
被
告
ら
に
と
っ
て
の
特
別
な
苛
酷
さ
は
、
ま
さ
し
く
、
被
告
ら
が
、
自
分

自
身
の
居
住
計
画
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
前
に
、
短
い
期
間
の
間
、
さ
ら
に
も
う
一
度
、
代
替
住
居
に
転
居
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
点

に
依
拠
し
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
当
該
苛
酷
さ
は
、
明
渡
期
間
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
延
長
に
よ
っ
て
の

み
、
有
効
に
取
り
除
か
れ
う
る
の
で
あ
る
。・
・
・
・
社
会
的
条
項
に
よ
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

賃
借
人
の
自
宅
の
た
め
の
法
的
な
基
礎
が
賃
借
人
に
維
持
さ
れ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ま
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
と
い
う
の
は
、
本
件
解
約
告
知
は
目
下
の
と
こ
ろ
正
当
化
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
明
渡
期
間
は

4

4

4

4

4

、4・

転
居
と
明
渡
義
務
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
困
難
さ
だ
け
を

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

切
り
抜
け

4

4

4

4

、4・

和
ら
げ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

明
渡
期
間
を
認
め
る
こ
と
が
、
通
常
、
一
度
確
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
賃
借
人
に
と
っ
て
の
苛
酷
さ
を
一
掃
す
る
た
め
に
十
分
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と

は
、
最
終
的
に
、
賃
借
人
の
法
的
な
地
位
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
の
相
違
か
ら
も
判
明
す
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
該

4

4
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使
用
賃
貸
借
関
係
は

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
権
利

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

・4・

義
務
を
と
も
な
っ
て
存
続
し
た
ま
ま
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
こ
れ
に
対
し
て
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

し
た
が
っ
た
期
間
の
間

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

終
了
さ
せ
ら
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
な
お
、
特
別
に
整
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
使
用
関
係
だ
け
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

存
在
す
る

4

4

4

4

の
で
あ
る
。
当
該
使
用
関
係
の
間
も
、
賃
借
人
を
優
遇
す
る
法
律
上
の
請
求
権
が
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
に
も
と
づ
い
て
、
賃
借
人
に

当
然
帰
属
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
、
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。・
・
・
・

　

す
べ
て
の
こ
と
に
し
た
が
っ
て
、
当
部
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
条
項
の
要
件
が
存
在
す
る
場
合
に
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
が
行
わ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
見
解
か
ら
離
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
継
続
の
期
間
が
二
年
よ
り
も
よ
り
少
な
い
場
合
に
も
妥
当
す
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ

五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
継
続
さ
れ
た
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
満
了
し
た
時
点
で
は
じ
め
て
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
の
枠
組
み
に
お
い
て
、

明
渡
期
間
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」）

92
（

。

　

地
方
裁
判
所
は
、
右
の
よ
う
に
、
①
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
は
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
対
し
て
、
補
足
的
な
性
質
を
有
し
な
い
こ
と
、
②
賃

借
人
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の
要
件
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
延
長
に
対
す
る
請
求
権
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
裁
判

所
は
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
延
長
に
対
す
る
請
求
権
の
存
在
ま
た
は
不
存
在
を
審
理
し
、
確
認
す
る
権
限
だ
け
を
備
え
て
い
る
こ
と
、
③
Ｂ
Ｇ

Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
は
、
実
体
法
上
の
規
整
を
も
っ
て
お
り
、
当
該
規
整
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
に
、
賃
借
人
が
明
渡
し
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か

ど
う
か
、
ま
た
は
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
が
延
長
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
確
認
さ
れ
る
が
、
他
方
に
お
い
て
、
民
事

訴
訟
法
七
二
一
条
は
、
そ
の
内
容
に
し
た
が
っ
て
、
執
行
か
ら
の
保
護
の
規
定
で
あ
り
、
明
渡
し
に
つ
い
て
の
賃
借
人
の
義
務
を
前
提
と
し
、
そ
れ

か
ら
は
じ
め
て
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
審
理
さ
れ
、
考
慮
に
入
れ
ら
れ
う
る
こ
と
、
④
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
た
異
議
は
、
一
定
の
要
件

を
前
提
と
し
、
当
該
要
件
に
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
延
長
と
い
う
法
律
効
果
を
結
び
つ
け
る
が
、
他
方
に
お
い
て
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
は
、
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そ
の
う
え
さ
ら
に
職
権
上
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
裁
量
規
定
を
含
ん
で
い
る
こ
と
、
⑤
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
よ
っ
て
、
賃
借
人
の
自
宅

の
た
め
の
法
的
な
基
礎
が
賃
借
人
に
維
持
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
て
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期

間
は
、
転
居
と
明
渡
義
務
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
困
難
さ
だ
け
を
、
切
り
抜
け
、
和
ら
げ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
こ
と
、
⑥
Ｂ
Ｇ
Ｂ

旧
五
五
六
ａ
条
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
権
利
・
義
務
を
と
も
な
っ
て
存
続
し
た
ま
ま
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
期
間
の
間
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
終
了
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
特
別
に
整

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
使
用
関
係
だ
け
が
存
在
す
る
こ
と
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
六
八
年
一
一
月
一
一
日
決
定
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【
５
】
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
六
八
年
一
一
月
一
一
日
決
定）

93
（

　
﹇
事
案
の
概
要
と
経
緯
﹈

　

本
決
定
は
、
地
方
裁
判
所
か
ら
提
出
さ
れ
た
法
的
問
題
に
対
し
て
、
上
級
地
方
裁
判
所
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
決
定
で
あ
る
が
、
提
出
さ
れ
た
法
的

問
題
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、「
賃
借
人
の
保
護
の
必
要
が
す
で
に
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
う

る
場
合
に
、
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
延
長
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
の
か
。

　

換
言
す
れ
ば
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
の
可
能
な
最
長
の
明
渡
期
間
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
苛
酷
さ
が
、
取
り
除
か
れ
、
ま
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た
は
、本
質
的
に
軽
減
さ
れ
う
る
こ
と
が
見
通
し
う
る
場
合
に
も
、Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
は
適
用
可
能
で
あ
る
の
か
」）

94
（

、と
い
う
法
的
問
題
で
あ
っ
た
。

　
﹇
決
定
理
由
﹈

　

は
じ
め
に
結
論
を
確
認
し
て
お
く
と
、
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
た
。

　
「
・
・
・
・
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
た
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
の
た
め
の
要
件
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
審
理
は

4

4

4

4

、
賃
借
人
に
敗
訴
の
判
決
が
下
さ
れ
る
場
合
に
、
そ
の
範
囲
内
に
お
い
て
賃
借
人
の
た
め
に
賃
借
人
の
住
居
の
明
渡
し
に
よ
っ
て
生
じ
る

苛
酷
さ
が
、
取
り
除
か
れ
、
ま
た
は
、
軽
減
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
が
賃
借
人
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
き
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
と
は
か
か
わ
り
な
く
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
両
方
の
規
定
、
お
よ
び
、
そ
れ
ら
の
法
的
効
果
の
相
違
の
た
め

に
、
そ
れ
ら
の
手
段
の
均
衡
が
取
れ
て
い
る
こ
と
と
い
う
原
則
に
意
義
は
な
い
の
で
あ
る
」）
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。

　

そ
の
決
定
理
由
に
お
い
て
、
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の
適
用
と
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
「
明
渡
し
か
ら
の

保
護
」
と
の
関
係
、
お
よ
び
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
と
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
と
の
違
い
等
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
・
・
・
・
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
の
承
認
に
よ
っ
て
、
同
じ
く
、
賃
借
人
が
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
延
長
を
申
し

立
て
た
と
こ
ろ
の
賃
借
人
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
た
期
間
が
賃
借
人
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
、
重
要
で
な
い
。
む

し
ろ
・
・
・
・
社
会
的
条
項
と
明
渡
期
間
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
そ
れ
ら
の
法
律
上
の
組
み
込
み
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
要
件
お
よ
び
法
律
効
果
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

根4

本
的
に
異
な
る

4

4

4

4

4

4

こ
と
が
決
定
的
で
あ
る
。
両
方
の
規
定
は

4

4

4

4

4

4

、
競
合
し
、
相
互
に
排
除
し
、
ま
た
は
、
重
な
り
合
う
だ
け
の
要
件
を
含
む
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
相
並
ん
で

4

4

4

4

、4・

賃
借
人
に
と
っ
て
の
苛
酷
さ
を
取
り
除
き

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

ま
た
は

4

4

4

、4・

軽
減
す
る
可
能
性
を
与
え
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
規
定
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

実
体
法
に
属
す
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
規
定
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
す
べ
て
の
権
利

4

4

4

4

4

4

4

4

・4・

義4
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務
を
と
も
な
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
該
契
約
当
事
者
の
た
め
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

・
・
・
・
存
続
し
続
け
る
こ
と
を
見
込
ん
で
い
る
。
裁
判
所
に
よ
っ
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
三

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

項4

）
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に
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
決
定
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

明
渡
期
間
の
承
認
に
お
け
る
よ
う
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

裁
量
決
定
で
は
な
く

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

む
し
ろ

4

4

4

、4・

個
々
の
要
件
の
徴

4

4

4

4

4

4

4

標
の
審
理
に
し
た
が
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

か
つ

4

4

、4・

社
会
的
条
項
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
解
釈
に
と
っ
て
は
も
っ
ぱ
ら
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
だ
け
が
基
準
で
あ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

る
と
こ
ろ
の
定
め
ら
れ
て
い
な
い
法
概
念
を
具
体
的
に
満
た
す
こ
と
に
し
た
が
っ
て
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
民

事
訴
訟
法
七
二
一
条
は
、
こ
の
点
で
は
、
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
の
た
め
の
法
律
上
の
要
件
が
認
め
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

賃
借
人
は

4

4

4

4

、4・

当
該
使
用
賃
貸
借

4

4

4

4

4

4

4

関
係
の
継
続
に
対
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

実
体
法
上
の
請
求
権
を
有
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
賃
借
人
は
、
い
わ
ば
正
し
い
ま
ま
で
あ
る
。
異
な
っ
た
性
質
を
も
つ
規
定
に
も
と
づ
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

て4

、4・

賃
借
人
の
住
居
の
明
渡
し
の
た
め
の
期
間
が
認
め
ら
れ
う
る
と
い
う
理
由
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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4

、4・

賃
借
人
に
当
該
請
求
権
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
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4

の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

強
制
執
行
の
前
段
階
に
お
け
る
訴
訟
法
の
規
定
で
あ
る
。
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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4

明
渡
期
間
の
承
認
は

4
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4

4

4

4

4

、4・

賃
借
人
が

4

4

4

4

、4・

裁
判
所
の
判
決
に
も
と
づ
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
後
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
該
住
居
を
明
け
渡
さ
な
け
れ
ば
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ら
な
い
こ
と

4

4

4

4

4

、
す
な
わ
ち
、
賃
借
人
が
い
わ
ば
正
し
く
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る

4

4

4

4

4

4

。
明
渡
期
間
は

4

4

4

4

4

、4・

賃
借
人
を
助
け
て

4

4

4

4

4

4

4

、4・

特
に

4

4

、4・

代
替
住
居
の
調
達

4

4

4

4

4

4

4

の
と
き
に

4

4

4

4

、4・

明
渡
義
務
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
困
難
さ
を
乗
り
切
ら
せ
る
こ
と
だ
け
に
役
立
つ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
こ
と
に
な
る
」）
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上
級
地
方
裁
判
所
は
、
右
の
よ
う
に
、
①
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
と
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
は
、
相
並
ん
で
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
苛
酷
さ
を

取
り
除
き
、
ま
た
は
、
軽
減
す
る
可
能
性
を
与
え
る
が
、
そ
れ
ら
の
要
件
お
よ
び
法
律
効
果
に
お
い
て
、
根
本
的
に
異
な
る
こ
と
、
②
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧

五
五
六
ａ
条
の
規
定
は
、
実
体
法
に
属
し
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
が
、
そ
の
す
べ
て
の
権
利
・
義
務
を
と
も
な
っ
て
、
当
該
契
約
当
事
者
の
た
め
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に
存
続
し
続
け
る
こ
と
を
見
込
ん
で
い
る
こ
と
、
③
裁
判
所
に
よ
っ
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
三
項
に
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
決

定
は
、
明
渡
期
間
の
承
認
に
お
け
る
よ
う
に
、
裁
量
決
定
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
個
々
の
要
件
の
徴
標
の
審
理
に
し
た
が
っ
て
、
か
つ
、
社
会
的
条

項
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
解
釈
に
と
っ
て
は
も
っ
ぱ
ら
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
だ
け
が
基
準
で
あ
る
と
こ
ろ
の
定
め
ら
れ
て
い
な
い
法
概
念
を

具
体
的
に
満
た
す
こ
と
に
し
た
が
っ
て
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
④
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
の
た
め
の
法
律
上
の
要
件
が
認
め
ら

れ
て
い
る
な
ら
ば
、
賃
借
人
は
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
に
対
し
て
、
実
体
法
上
の
請
求
権
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
異
な
っ
た
性
質
を
も
つ

規
定
に
も
と
づ
い
て
、
賃
借
人
の
住
居
の
明
渡
し
の
た
め
の
期
間
が
認
め
ら
れ
う
る
と
い
う
理
由
に
お
い
て
、
賃
借
人
に
当
該
請
求
権
を
拒
絶
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
⑤
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
は
、
強
制
執
行
の
前
段
階
に
お
け
る
訴
訟
法
の
規
定
で
あ
り
、
明
渡
期
間
の
承
認
は
、
賃
借
人

が
、
裁
判
所
の
判
決
に
も
と
づ
い
て
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
後
に
、
当
該
住
居
を
明
け
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
、
明

渡
期
間
は
、
賃
借
人
を
助
け
て
、
特
に
、
代
替
住
居
の
調
達
の
と
き
に
、
明
渡
義
務
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
困
難
さ
を
乗
り
切
ら
せ
る
こ
と
だ

け
に
役
立
つ
こ
と
を
論
じ
た
う
え
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
た
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
の
た
め
の
要
件
が
認
め
ら
れ
て
い
る

の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
の
審
理
は
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
が
賃
借
人
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
ど
う
か
と

い
う
点
と
は
か
か
わ
り
な
く
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
七
〇
年
六
月
二
三
日
決
定
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【
６
】
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
七
〇
年
六
月
二
三
日
決
定）
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﹇
事
案
の
概
要
と
経
緯
﹈

　

原
告
は
、
本
件
住
居
の
賃
借
人
で
あ
っ
た
被
告
に
対
し
て
、
一
八
年
の
居
住
期
間
の
後
に
、
一
年
の
解
約
告
知
期
間
を
も
っ
て
、
一
九
六
九
年

一
〇
月
三
一
日
付
で
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
区
裁
判
所
は
、
原
告
の
明
渡
し
の
訴
え
を
認
容
し
た
が
、
同
時
に
、
一
九
七
〇

年
一
月
三
一
日
ま
で
の
明
渡
期
間
を
認
め
た
。
被
告
は
、
地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
、
本
件
明
渡
し
の
訴
え
の
棄
却
、
お
よ
び
、
一
九
七
〇
年
四
月

一
五
日
ま
で
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
求
め
た
。
と
い
う
の
は
、
被
告
は
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
拘
束
力
を
も
っ
て
、
代
替
住
居
が
得

ら
れ
る
見
込
み
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
明
渡
し
の
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
存
在
す
る
苛
酷
さ
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
）
は
、
賃
借
人
が
確
実
に
代
替
住
居

が
得
ら
れ
る
見
込
み
が
あ
り
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
て
認
め
ら
れ
う
る
明
渡
期
間
の
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
代
替
住
居
に
入
居
す
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
考
慮
さ
れ
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
地
方
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
な
判
決
を
下
す
こ
と
に
つ
い
て
、
シ

ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
六
八
年
一
一
月
一
一
日
決
定
（
裁
判
例
【
５
】）
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
法
的
見
解
に
よ
っ
て
妨
げ
ら

れ
る
、と
判
断
し
た
。
そ
の
理
由
か
ら
、地
方
裁
判
所
は
、オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
上
級
地
方
裁
判
所
に
、次
の
よ
う
な
法
的
問
題
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
賃
借
人
が
、
一
年
よ
り
も
よ
り
わ
ず
か
な
期
間
で
新
た
な
住
居
に
入
居
す
る
こ
と
が
で
き
、
な
お
、
当
該
期
間
だ
け
が
切
り
抜
け
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
同
時
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
の
た
め
に
、
明
渡
し
の
判
決
が

下
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
苛
酷
さ
が
も
は
や
存
在
し
な
い
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
場
合
に
、
賃
借
人
は
、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
短
い
期
間
に
お
け
る
継
続
に
対
す
る
請
求
権
を
有
す
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
法
的

問
題
で
あ
っ
た
。
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﹇
決
定
理
由
﹈

　

は
じ
め
に
結
論
を
確
認
し
て
お
く
と
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
た
。

　
「
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
の
可
能
な
最
長
の
明
渡
期
間
の
範
囲
内
に
お
い
て
賃
借
人
に
と
っ
て
の
苛
酷
さ
が
取
り
除
か
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

に
も
、
賃
借
人
の
異
議
に
も
と
づ
い
て
、
使
用
賃
貸
借
関
係
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
延
長
さ
れ
う
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
地
方
裁
判
所
と
と
も
に
・
・
・
・
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
た
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
の
た
め
の
要
件
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4

代
替
住
居
を
獲
得
す
る
ま
で
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
て
賃
借
人
に
明
渡
期
間
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
と
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は
か
か
わ
り
な
く
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、4・

審
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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4

4

4

4
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4

と
い
う
よ
う
に
答
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」）
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す
な
わ
ち
、「
当
部
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
意
味
に
お
け
る
苛
酷
さ
の
概
念
に
と
っ
て
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二
一
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に
し
た
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っ
た
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渡
期
間
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の
可
能
性
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慮
さ
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い
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ま
ま
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な
ら
な
い
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と
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う
シ
ュ
ト
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ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
地
方
裁
判
所
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
見
解
に
従

う
の
で
あ
る
」）
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（

。

　

そ
の
決
定
理
由
に
お
い
て
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の
適
用
と
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た

「
明
渡
し
か
ら
の
保
護
」
と
の
関
係
、
お
よ
び
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
と
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
と
の
違
い
等
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た

の
で
あ
る
。

　
「
地
方
裁
判
所
は
・
・
・
・
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
も
と
づ
く
継
続
の
請
求
権
は
、
要
件
お
よ
び
法
律
効
果
に
し
た
が
っ
て
、
民
事
訴
訟
法

七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
し
か
ら
の
保
護
の
請
求
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
適
切
に
述
べ
た
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
た
賃
借
人
の
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実
体
法
上
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求
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に
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わ
る
問
題
で
あ
り
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当
事
者
間
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的
関
係
の
新
た
な
形
態
に
行
き
着
く
の
に
対
し
て
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、4・

民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
て
認
め
ら
れ
う
る
明
渡
期
間
は
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当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
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4

4

の
解
約
告
知
を
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
ま
ま
に
し
て
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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4

4

、4・

執
行
の
障
害
だ
け
を
つ
く
り
だ
す

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。・
・
・
・

　

地
方
裁
判
所
の
見
解
に
反
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
意
味
に
お
け
る
苛
酷
さ
の
概
念
に
と
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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4
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4

、4・

民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

渡
期
間
に
よ
っ
て
も
賃
借
人
の
当
該
住
居
に
つ
い
て
の
利
益
に
対
応
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・意
義
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
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し
た
が
っ
て
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4

4

4
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4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
契
約
に
し
た
が
っ
た
終
了
に
お
い
て
存
在
す
る
苛
酷
さ
は

4
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4

4
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4

4
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4

、4・

社
会
的
条
項
の

4
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4

4

適
用
を
理
由
づ
け
る
。
当
該
苛
酷
さ
は
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4
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4

4

4

4

4

4
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4

、4・

民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
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適
用
の
も
と
で
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4

4
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4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
が
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了
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ま
ま
で
あ
り
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4

4

4

4

4

4

4

、4・

使
用
賃

4

4

4

貸
借
に
類
似
し
た
だ
け
の
関
係
が
き
わ
め
て
は
る
か
に
よ
り
弱
い
賃
借
人
の
権
利
を
と
も
な
っ
て
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
に
代
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て

4
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4

4

取
り
除
か
れ
る
こ
と
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
そ
の
決
定
に
お
い
て
、
適
切
に
、
両
方
の
規
定
、
お
よ
び
、

そ
れ
ら
の
法
的
効
果
の
相
違
の
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
手
段
の
均
衡
が
取
れ
て
い
る
こ
と
と
い
う
原
則
に
意
義
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
地
方
裁
判
所
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
法
的
見
解
は
、
地
方
裁
判
所
の
想
定
に
反
し
て
、
あ
ま
り
に
形
式
的
で
も
な
く
、

さ
ら
に
、
実
際
的
で
な
い
結
果
に
行
き
着
く
わ
け
で
も
な
い
。
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
の
承
認
の
た
め
の
法
律
上
の
要
件
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Ｇ
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で
き
る
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す
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こ
と
が
落
ち
度
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こ
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が
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Ｇ
Ｂ
五
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条
の
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味
に
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け
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は
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的
地
位
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対
す
る
そ
の
効
果
の
点
で
よ
り
わ
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か
に
評
価
さ
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な
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ば
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な
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だ
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れ
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続
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よ
る
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律
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っ
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認
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ら
れ
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保
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ま
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ら
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い
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（

。

　

オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
右
の
よ
う
に
、
①
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
た
賃
借
人
の
継
続
の
請
求
の
場
合
に
は
、
実
体

法
上
の
請
求
権
の
行
使
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
当
該
請
求
権
は
、
当
該
使
用
賃
貸
借
契
約
の
当
事
者
間
の
法
的
関
係
の
新
た
な
形
態
に
行
き
着

く
の
に
対
し
て
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
て
認
め
ら
れ
う
る
明
渡
期
間
は
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
解
約
告
知
を
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
執
行
の
障
害
だ
け
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
、
②
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の
意
味
に
お
け
る
苛
酷
さ
の
概
念
に
と
っ
て
、
民
事

訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
に
よ
っ
て
も
賃
借
人
の
当
該
住
居
に
つ
い
て
の
利
益
に
対
応
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
ど
う
か
と
い

う
点
は
、
意
義
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
③
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
一
項
に
し
た
が
っ
て
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
契
約
に
し
た
が
っ
た
終
了

に
お
い
て
存
在
す
る
苛
酷
さ
は
、
社
会
的
条
項
の
適
用
を
理
由
づ
け
る
の
で
あ
り
、
当
該
苛
酷
さ
は
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
の
適
用
の
も
と
で
、

当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
が
終
了
し
た
ま
ま
で
あ
り
、
使
用
賃
貸
借
に
類
似
し
た
だ
け
の
関
係
が
き
わ
め
て
は
る
か
に
よ
り
弱
い
賃
借
人
の
権
利
を
と

も
な
っ
て
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
に
代
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
り
除
か
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
、
④
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期

間
の
承
認
の
た
め
の
法
律
上
の
要
件
は
、
継
続
の
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
と
こ
ろ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の
要
件
よ
り
も
、
著
し
く
よ
り
容
易
に

満
た
さ
れ
う
る
こ
と
、
⑤
法
律
上
の
解
約
告
知
期
間
の
範
囲
内
に
お
い
て
要
求
で
き
る
代
替
住
居
を
調
達
す
る
こ
と
が
落
ち
度
な
く
主
観
的
に
で
き

な
い
こ
と
が
、
当
該
使
用
賃
貸
借
契
約
の
当
事
者
の
利
益
の
比
較
衡
量
の
も
と
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の
意
味
に
お
け
る
特
別
な
苛
酷
さ
に
つ

い
て
の
理
由
と
し
て
正
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
賃
借
人
に
は
、
賃
借
人
の
法
的
地
位
に
対
す
る
そ
の
効
果
の
点
で
よ
り
わ
ず
か
に
評
価
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
執
行
か
ら
の
保
護
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
な
く
、
当
該
使
用
賃
貸
借
契
約
の
見
込
ま
れ
た
継
続
に
よ
る
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ

た
保
護
も
ま
た
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。
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第
四
に
、
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
地
方
裁
判
所
一
九
七
一
年
六
月
三
〇
日
決
定
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【
７
】
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
地
方
裁
判
所
一
九
七
一
年
六
月
三
〇
日
決
定）
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（

　
﹇
事
案
の
概
要
と
経
緯
﹈

　

被
告
ら
は
、
一
九
六
九
年
五
月
一
日
か
ら
一
九
七
〇
年
四
月
三
〇
日
ま
で
の
期
間
で
、
三
つ
の
部
屋
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
本
件
住
居
を
原
告
か

ら
賃
借
し
た
。
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
そ
の
つ
ど
、
あ
ら
か
じ
め
、
遅
く
と
も
第
三
仕
事
日
に
、
二
ヶ
月
の
期
間
を
も
っ
て
、
当
事
者
の
一
方

に
よ
っ
て
解
約
告
知
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
一
ヶ
月
だ
け
延
長
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　

原
告
は
、
一
九
七
〇
年
二
月
二
五
日
付
の
書
留
を
も
っ
て
、
一
九
七
〇
年
四
月
三
〇
日
付
で
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
、
本
件
住

居
が
一
九
七
〇
年
五
月
一
日
か
ら
新
た
な
賃
貸
借
の
た
め
に
原
告
の
意
の
ま
ま
に
な
る
こ
と
の
確
認
を
被
告
ら
に
求
め
た
。
被
告
ら
は
、
一
九
七
〇

年
三
月
四
日
付
の
書
留
を
も
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、「
原
告
が
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
さ
ら
に
お
よ
そ
半
年
の
間
引
き
続
き

存
続
さ
せ
て
お
く
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
被
告
ら
に
と
っ
て
大
変
好
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。
原
告
は
、
確
か
に
、
被
告
ら
が
被
告
ら
の
住
宅
の
完
成

ま
で
に
さ
ら
に
も
う
一
度
転
居
し
た
く
な
い
こ
と
に
対
し
て
理
解
が
あ
る
だ
ろ
う
。
特
に
、
そ
の
こ
と
は
、
新
た
な
費
用
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
」。
そ
こ
で
、
当
事
者
間
に
お
い
て
協
議
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
原
告
は
、
被
告
ら
に
、
新
た
な
使
用
賃
貸
借
契
約
書
を
送

付
し
、
被
告
ら
が
一
部
に
署
名
を
し
て
再
び
原
告
に
返
送
す
る
こ
と
を
依
頼
し
た
。
さ
ら
に
、
原
告
は
、
付
帯
費
用
の
支
払
い
と
し
て
五
〇
〇
ド
イ

ツ
マ
ル
ク
の
振
替
を
催
促
し
た
。
被
告
ら
は
、
送
付
さ
れ
た
新
た
な
使
用
賃
貸
借
契
約
書
に
署
名
も
し
な
か
っ
た
し
、
五
〇
〇
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
も
支

払
わ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
原
告
は
、
被
告
ら
に
対
し
て
、
本
件
住
居
の
明
渡
し
と
返
還
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

　

区
裁
判
所
は
、
原
告
の
請
求
を
認
容
し
つ
つ
も
、
被
告
ら
に
、
一
九
七
一
年
二
月
二
八
日
ま
で
の
明
渡
期
間
を
認
め
た
。
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被
告
ら
は
、
一
九
七
一
年
二
月
一
八
日
に
本
件
住
居
か
ら
退
去
し
た
が
、
地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
。

　

被
告
ら
は
、
次
の
よ
う
に
申
し
立
て
た
。
す
な
わ
ち
、
区
裁
判
所
は
、
不
当
に
、
被
告
ら
に
明
渡
し
の
判
決
を
下
し
、
被
告
ら
の
新
た
な
建
物
が

入
居
可
能
に
な
る
ま
で
、
被
告
ら
に
明
渡
期
間
だ
け
を
認
め
た
。
区
裁
判
所
は
、
む
し
ろ
、
本
件
解
約
告
知
に
対
す
る
被
告
ら
の
正
当
な
異
議
に
も

と
づ
い
て
、
一
九
七
一
年
二
月
二
八
日
ま
で
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
継
続
す
る
こ
と
を
命
じ
、
本
件
明
渡
し
の
訴
え
を
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
﹇
決
定
理
由
﹈

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
区
裁
判
所
は
、
不
当
に
、
被
告
ら
に
明
渡
し
の
判
決
を
下
し
、
退
去
ま
で
の
請
求
さ
れ
た
時
間
的
な
猶
予
を
、

民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
の
形
態
に
お
い
て
だ
け
被
告
ら
に
認
め
た
」）
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、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
決
定
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
は
じ
め
に
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
契
約
に
し
た
が
っ
た
終
了
は
、
被
告
ら
に
と
っ
て
、
原
告

の
正
当
な
利
益
を
評
価
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
苛
酷
さ
を
意
味
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
被
告
ら
は
、
書
面
に
よ
っ
て
も
、
口
頭
弁
論
の
最
初
の
期
日
に
お
い
て
も
・
・
・
・
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ

た
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
本
件
解
約
告
知
の
時
点
に
お
い
て
建
築
中
で
あ
っ
た
被
告
ら
の
自
宅
が
、
よ
う
や
く
、
一
九
七
〇
年
の
終
わ
り
、
も
し
く

は
、
一
九
七
一
年
の
始
め
に
完
成
さ
れ
、
そ
の
理
由
か
ら
、
ま
た
、
被
告
ら
の
子
供
の
就
学
の
義
務
を
顧
慮
し
て
も
、
被
告
ら
の
自
宅
が
入
居
の
用

意
の
で
き
る
前
の
再
度
の
転
居
は
被
告
ら
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
、
一
九
七
〇
年
五
月
三
一

日
付
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
契
約
に
し
た
が
っ
た
終
了
は
、
被
告
ら
に
と
っ
て
、
原
告
の
正
当
な
利
益
を
評
価
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
苛
酷
さ
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
」）
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そ
の
う
え
で
、
地
方
裁
判
所
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の
適
用
と
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
「
明
渡
し
か
ら
の
保
護
」
と
の
関
係
、

お
よ
び
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
と
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
と
の
違
い
等
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
認
め
ら
れ
た
事
情
の
も
と
で
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
契
約
に
し
た
が
っ
た
終
了
に
お
い
て
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
項
の

4
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に
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は
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特
に
・
・
・
・
次
の
理
由
に
お
い
て
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
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わ
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で
は
な
い
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す
な
わ
ち
、
な
お
こ
れ
以

4

4
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4

4

上
の
転
居
を
避
け
る
こ
と
に
つ
い
て
の
被
告
ら
の
利
益
が
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
の
承
認
に
よ
っ
て
十
分
な
や
り
方
に
お
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に
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よ
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ら
れ
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あ
る
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Ｇ
Ｂ
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、
た
と
え
ば
、
退
去
の
た
め
に
請
求
さ
れ
た
時
間
的
な
猶
予
が
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
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が
っ
た
明
渡
期
間
に
よ
っ
て
賃
借
人
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
だ
け
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存
在
す
る
の
で
は
決
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て
な
い
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4

4

4

4

4

4

4

4

。・
・
・
・
Ｂ
Ｇ
Ｂ

五
五
六
ａ
条
は
、
た
と
え
ば
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
対
し
て
補
足
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
両
方
の
規
定
は
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
地

方
裁
判
所
が
そ
の
決
定）
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に
お
い
て
適
切
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
法
律
上
の
組
み
込
み
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
要
件
お
よ
び
法
律
効
果

に
お
い
て
根
本
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
要
件
は
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い
わ
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当
該
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使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
に
対
す
る
実
体
的
な
法
的
な
請
求
権
を
賃
借
人
に
認
め
る
。
当
該
要
件
が
い
つ
満
た
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
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完
全
に
民
事
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法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
の
可
能
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
審
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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っ
ぱ
ら

4

4

4

、4・

義
務
に
し
た
が
っ
た
裁
判
所
の
裁
量
に
お
い
て
だ
け
存
在
す
る
。
明
渡
期
間
の
承
認
は
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使
用
賃
貸
借
関
係
の
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後
に
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を
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け
れ
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な
ら
な
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こ
と
を
前
提
と
す
る
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そ
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こ
と
を
超
え
て
、
明
渡
期
間
は
、

最
大
限
一
年
に
限
定
さ
れ
て
い
る
・
・
・
・
。
す
べ
て
の
こ
と
に
し
た
が
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
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の
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に
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け
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は
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訴
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法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
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渡
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の
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と
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か
わ
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さ
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な
け
れ
ば
な
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な
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し
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地
方
裁
判
所
は
、
右
の
よ
う
に
、
①
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
苛
酷
さ
は
、
な
お
こ
れ
以
上
の
転
居
を
避
け
る
こ
と
に
つ
い

て
の
賃
借
人
ら
の
利
益
が
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
の
承
認
に
よ
っ
て
十
分
な
や
り
方
に
お
い
て
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

た
し
、
一
方
に
お
い
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
た
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
延
長
と
、
他
方
に
お
い
て
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た

が
っ
た
明
渡
期
間
の
承
認
と
の
間
の
選
択
に
お
い
て
、
賃
貸
人
に
と
っ
て
よ
り
わ
ず
か
に
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
明
渡
期
間
の
承
認
に
優
位
が
認
め

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
に
お
い
て
、
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
②
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の

意
味
に
お
け
る
苛
酷
さ
は
、
退
去
の
た
め
に
請
求
さ
れ
た
時
間
的
な
猶
予
が
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
に
よ
っ
て
賃
借
人
に

認
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
だ
け
存
在
す
る
の
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
、
③
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の
要
件
は
、
い
わ
ゆ
る
定
め
ら
れ
て

い
な
い
法
概
念
で
あ
り
、
当
該
要
件
は
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
に
対
す
る
実
体
的
な
法
的
な
請
求
権
を
賃
借
人
に
認
め
る
が
、
当
該
要
件

が
い
つ
満
た
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
完
全
に
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
の
可
能
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
審
理
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
④
賃
借
人
は
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
の
承
認
に
対
し
て
、
法
的
な
請
求
権
を
有
し
な
い

し
、
明
渡
期
間
の
承
認
は
、
賃
借
人
が
裁
判
所
の
決
定
に
も
と
づ
い
て
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
後
に
当
該
住
居
を
明
け
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
、
義
務
に
し
た
が
っ
た
裁
判
所
の
裁
量
に
お
い
て
だ
け
存
在
す
る
こ
と
を
論
じ
た
う
え
で
、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の
意
味
に
お
け
る
過
酷
さ
の
存
在
は
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
の
可
能
性
と
は
か
か
わ
り
な
く
審
理
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
過
酷
さ
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
が
命
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
結
論
づ
け

た
の
で
あ
る
。

　

二　

一
に
お
い
て
考
察
し
た
基
本
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
裁
判
例
の
趣
旨
は
個
々
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
に
確
認
さ
れ
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
い
く
つ
か
の
裁
判
例
の
判
決
理
由
に
お
け
る
関
連
す
る
論
述
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

①
マ
ン
ハ
イ
ム
地
方
裁
判
所
一
九
六
四
年
一
〇
月
七
日
判
決）

107
（

は
、
原
告
（
賃
貸
人
）
が
、
一
九
六
四
年
六
月
三
〇
日
付
で
、
被
告
（
賃
借
人
）
と

の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
の
に
対
し
て
、
被
告
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
一
九
六
五
年
六
月
三
〇
日
ま
で
本

件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
継
続
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
申
し
立
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
一
九
六
五
年
六
月
三
〇
日
ま
で
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
の
た
め
の
Ｂ

Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
要
件
は
、
原
告
の
見
解
に
反
し
て
、
認
め
ら
れ
て
い
た
」）

108
（

、
と
判
断
し
た
。

　

と
い
う
の
は
、「
被
告
は
す
で
に
本
件
解
約
告
知
期
間
の
満
了
前
に
建
築
用
に
整
備
さ
れ
た
土
地
を
取
得
し
、
被
告
の
建
物
の
建
築
の
開
始
、
な

ら
び
に
、
被
告
の
建
物
の
入
居
の
可
能
性
は
、
十
分
な
確
実
性
を
も
っ
て
見
通
し
う
る
し
、
そ
の
結
果
、
一
九
六
五
年
六
月
三
〇
日
ま
で
の
中
間
の

期
間
の
た
め
に
、
二
重
の
転
居
、
お
よ
び
、
そ
の
ほ
か
の
代
替
住
居
を
求
め
る
努
力
が
被
告
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」）

109
（

、
と
い
う
理
由
で

あ
っ
た
。
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そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
「
明
渡
し
か
ら
の
保
護
」
は
明
渡
義
務
の
あ
る
賃
借
人
の

転
居
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
困
難
さ
だ
け
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
・
・
・
・
確
か
に
、
立
法
者
の
意
思
に
し
た
が
っ
て
・
・
・
・
原
則
と
し
て
、
明
渡
義
務
の
あ
る
賃
借
人
の
転
居
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
困
難

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

さ
は
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
の
手
続
き
に
お
い
て
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
か
ら
出
発
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
明
渡
期
間
の
最
長
期
間
を
一
年
に
限
定
し
、
代
替
住
居
調
達
義
務
を
常
に
満
た
す
こ
と
を
前
提

と
し
、
転
居
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
困
難
さ
だ
け
を
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

本
件
事
案
の
特
別
な
諸
関
係
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
適
用

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
正
当
化
し
た

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」）

110
（

。

　

②
事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
カ
ッ
セ
ル
地
方
裁
判
所
一
九
六
五
年
一
月
七
日
判
決）

111
（

は
、
賃
貸
人
が
、
半
身
不
随
で
車
い
す
の
使
用

に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
七
三
歳
の
賃
借
人
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
そ
の
判
決
理
由
（
た
だ
し
、
判
例
集
の
要
約
に
よ
る
）
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
は
、
賃
借
人
に
一
種
の
明
渡
期
間

だ
け
を
承
認
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
を
相
当
な
期
間
の
間
真
に
継
続
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
規
定
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
社
会
的
な
使
用
賃
貸
借
法
の
中
核
と
し
て
、
賃
借
人
に
一
種
の
明
渡
期
間
だ
け
を
承
認
す
る
の
で
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
Ｂ
Ｇ
Ｂ

五
五
六
ａ
条
は
、
む
し
ろ
・
・
・
・
賃
借
人
に
、
賃
借
人
の
住
居
の
た
め
の
存
続
保
護
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、

こ
れ
ま
で
の
賃
借
人
保
護
に
代
わ
り
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
を
相
当
な
期
間
の
間
真
に
継
続
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
三
年
と
い
う
継
続
期
間

は
、
特
別
な
場
合
に
お
い
て
、
賃
借
人
が
適
当
な
代
替
住
居
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
」）

112
（

。
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③
事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
地
方
裁
判
所
一
九
六
五
年
一
二
月
一
五
日
判
決）

113
（

は
、原
告
（
賃
貸
人
）
ら
が
、被
告
（
賃

借
人
）
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
の
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
見
出
さ
れ

た
と
こ
ろ
の
代
替
住
居
に
入
居
で
き
る
時
点
ま
で
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
継
続
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
被
告
ら
の
申
立
て
に
対
応
し
て
、
代
替
住
居
（
に
入
居
で
き
る
）
時
点
ま
で
延

長
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」）

114
（

、
と
判
断
し
た
。

　

と
い
う
の
は
、
賃
借
人
ら
は
代
替
住
居
を
見
出
し
、
当
該
代
替
住
居
は
近
い
う
ち
に
入
居
可
能
で
あ
っ
た
し
、
他
方
に
お
い
て
、
賃
貸
人
ら
の
利

益
は
比
較
的
短
く
期
限
づ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
に
よ
っ
て
重
大
に
侵
害
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
理
由
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の
適
用
と
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
「
明
渡
し
か
ら
の
保
護
」

と
の
関
係
等
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
た
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

同
様
の
目
的
が

4

4

4

4

4

4

、4・

結
果
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

、4・

ま
っ
た
く
同
じ
く
ら
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

民
事

4

4

訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
の
承
認
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

排
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
Ｂ
Ｇ

Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
規
定
は
、
補
助
的
な
だ
け
の
性
質
で
は
な
い
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
適
用
可
能
性
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

む
し
ろ

4

4

4

、4・

独
立
し
て
審
理
さ
れ
な
け
れ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ば
な
ら
な
い
し

4

4

4

4

4

4

、4・

し
か
も

4

4

4

、4・

民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
の
適
用
の
前
に
審
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六

4

4

4

4

4

4

ａ
条
の
よ
う
に

4

4

4

4

4

4

、4・

当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
自
体
を
可
能
に
す
る
の
で
は
な
く

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

む
し
ろ

4

4

4

、4・

当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
に
手
を
つ
け
ず
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

お
い
て

4

4

4

、4・

明
渡
執
行
だ
け
を
延
期
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」）

115
（

。

　

④
す
で
に
Ⅱ
の
一
の
１
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
の
カ
ッ
セ
ル
地
方
裁
判
所
一
九
六
六
年
二
月
一
七
日
判
決
（
裁
判
例
【
１
】）
は
、被
告
（
賃
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貸
人
）
が
、
一
九
六
四
年
八
月
一
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
原
告
（
賃
借
人
）
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
の
に
対
し
て
、
原

告
ら
は
、
原
告
・
一
が
、
遅
く
と
も
、
一
九
六
七
年
一
〇
月
の
終
わ
り
に
退
職
し
、
そ
の
と
き
に
、
原
告
ら
は
い
ず
れ
に
し
て
も
Ｗ
に
転
居
す
る
で

あ
ろ
う
と
い
う
理
由
づ
け
を
も
っ
て
異
議
を
述
べ
た
う
え
で
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
が
一
九
六
七
年
一
一
月
三
〇
日
ま
で
継
続
さ
れ
る
と
い
う
申

立
て
を
も
っ
て
本
件
訴
え
を
提
起
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、
原
告
ら
の
請
求
を
認
容
し
た
が
、
そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
は
、
民
事
訴
訟
法

七
二
一
条
と
は
異
な
り
、
賃
借
人
に
、
明
渡
期
間
だ
け
を
認
め
る
の
で
は
な
く
、
必
要
な
期
間
の
間
、
賃
借
人
の
住
居
の
た
め
の
真
の
存
続
保
護
を

認
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
・
・
・
・
原
告
ら
の
保
護
に
値
す
る
利
益
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
が
、
原
告
・
一
の
年
金
つ
き
退
職
の
あ
と
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
ま
で
、
つ
ま 

り
、
遅
く
と
も
一
九
六
七
年
一
一
月
三
〇
日
ま
で
延
長
さ
れ
る
場
合
に
の
み
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
ろ
う
じ
て
三
年
だ
け
延
長
す
る
こ
と

は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
全
く
許
容
し
う
る
と
も
思
わ
れ
た
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
事
情
を
考
慮
に

入
れ
て
相
当
で
あ
る
と
こ
ろ
の
期
間
が
選
択
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
個
々
の
事
案
に
お
い
て
、
数
年
に
な
り
う
る
の

で
あ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・
『

4

社
会
的
な
使
用
賃
貸
借
法
の
中
核

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

』4・

と
し
て

4

4

4

、4・

賃
借
人
に

4

4

4

4

・
・
・
・
必
要
な
期
間
の
間

4

4

4

4

4

4

4

、4・

賃
借
人
の
住
居
の

4

4

4

4

4

4

4

た
め
の
真
の
存
続
保
護
を
認
め
る
の
で
あ
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

特
別
な
明
渡
期
間
だ
け
を
認
め
る
の
で
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
て
、
明
渡
期

間
は
、
す
で
に
、
明
渡
判
決
の
既
判
力
（
発
生
）
後
一
年
ま
で
延
長
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
た
本
件
使
用
賃

貸
借
関
係
の
延
長
は
、
原
則
と
し
て
、
相
当
に
よ
り
長
い
期
間
の
間
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
か
ろ
う
じ
て
三
年
の
間
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
」）

116
（

。
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⑤
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
地
方
裁
判
所
一
九
九
〇
年
一
二
月
六
日
判
決）

117
（

は
、
原
告
（
賃
貸
人
）
ら
が
、
原
告
・
三
の
息
子
の
た
め
に
、「
自
己
必
要
」

を
理
由
と
し
て
、
本
件
住
居
に
関
す
る
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
の
に
対
し
て
、
被
告
（
賃
借
人
）
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に

し
た
が
っ
て
、
一
九
九
一
年
三
月
三
一
日
ま
で
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
継
続
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
確
か
に
、
当
事
者
相
互
間
に
、
原
告
ら
が
、
法
的
に
有
効
に
、
原
告
・
三
の
息
子
の
自
己
必
要
を
理
由
と
し
て
、

本
件
住
居
に
関
す
る
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
に
し
た
が
っ
て
解
約
告
知
す
る
権
限
の
あ
っ
た
こ
と
は
議
論
の
余

地
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
当
部
の
確
信
に
し
た
が
っ
て
・
・
・
・
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
と
こ
ろ
の
被
告
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に

し
た
が
っ
て
・
・
・
・
一
九
九
一
年
三
月
三
一
日
ま
で
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
継
続
す
る
こ
と
に
対
す
る
請
求
権
が
当
然
帰
属
す
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
」）

118
（

、
と
判
断
し
た
。

　

と
い
う
の
は
、「
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
契
約
に
し
た
が
っ
た
終
了
は
、賃
貸
人
ら
の
正
当
な
利
益
と
賃
借
人
の
利
益
と
の
比
較
衡
量
の
も
と
で
、

被
告
の
側
に
お
け
る
要
求
で
き
な
い
苛
酷
さ
に
行
き
着
い
た
か
ら
で
あ
る
」）

119
（

、
と
い
う
理
由
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
す
で
に
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
の
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
六
八
年
一
一
月

一
一
日
決
定
（
裁
判
例
【
５
】）
に
し
た
が
っ
て
、民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
「
明
渡
し
か
ら
の
保
護
」
と
い
う
可
能
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
の
要
件
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
が
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
・
・
・
・
確
か
に
、
被
告
の
継
続
の
請
求
は
、
通
常
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
枠
組
み

に
お
い
て
、
控
訴
審
の
審
理
か
ら
な
お
お
よ
そ
引
き
続
き
四
ヶ
月
だ
け
の
間
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
慮
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
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項
に
し
た
が
っ
た
苛
酷
さ
の
事
案
の
存
在
に
つ
い
て
の
判
断
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
お

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

い
て
は

4

4

4

、4・

裁
量
決
定
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

訴
訟
に
関
す
る
規
定
と
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

強
制
執
行
の
前
段
階
に
お
い
て
妥
当

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

す
る

4

4

が
、
他
方
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

一
定
の
要
件
を
と
も
な
う
実
体
法
の
規
定
で
あ
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
れ
ら
の
要
件
が
存
在
す
る
場
合
に
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
二
項
に
し
た
が
っ
た
継
続
の
請
求
権
が
賃
借
人
に
当
然
帰
属
す
べ
き
も
の
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

か
ら
で
あ
る
。
明
渡
期
間
の
承
認
の
可
能
性

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
も
か
か
わ
ら
ず

4

4

4

4

4

4

4

、4・

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
要
件
が
存
在
す
る
場
合
に
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
該
使
用
賃
貸
借
関
係
の
延
長
が
述
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と

は
、
す
で
に
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
六
八
年
一
一
月
一
一
日
決
定
か
ら
判
明
す
る
の
で
あ
る
」）

120
（

。

※ 

Ⅱ
の
二
以
下
の
目
次
の
詳
細
は
、
連
載
を
進
め
る
な
か
で
明
ら
か
に
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

（
1
）B

G
H

Z
 103,91.

（
2
）B

G
H

Z
(F

n.1),S.96.

（
3
）
賃
貸
人
の
「
自
己
必
要
」
に
関
す
る
審
理
に
お
い
て
は
賃
借
人
の
個
別
的
・
具
体
的
な
利
益
と
の
比
較
衡
量
は
行
わ
れ
な
い
構
造
と
な
っ
て
い
る
理
由
の
点
も
含
め

て
、
拙
著
『
住
居
を
め
ぐ
る
所
有
権
と
利
用
権
―
ド
イ
ツ
裁
判
例
研
究
か
ら
の
模
索
―
』
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）
三
三
―
四
一
頁
、
九
八
―
九
九
頁
、

一
一
一
―
一
一
二
頁
参
照
。

（
4
）A

G
 B

ochum
 W

uM
 1980,226.

（
5
）A

G
 B

ochum
 W

uM
(F

n.4),S.226.

（
6
）L

G
 B

erlin G
E

 1990,493.

（
7
）L
G

 B
erlin G

E
(F

n.6),S.493.
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（
8
）L

G
 K

assel W
uM

 1966,76.

（
9
）
本
判
決
の
当
時
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
が
こ
の
よ
う
な
文
言
で
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
後
同
条
に
つ
い
て
法
改
正
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
著

『
ド
イ
ツ
借
地
・
借
家
法
の
比
較
研
究
―
存
続
保
障
・
保
護
を
め
ぐ
っ
て
―
』
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
）
一
六
六
―
一
七
五
頁
参
照
。

（
10
）L

G
 K

assel W
uM

(F
n.8),S.77.

（
11
）L

G
 K

assel W
uM

(F
n.8),S.77.

（
12
）L

G
 E

ssen Z
M

R
 1966,330.

（
13
）L

G
 E

ssen Z
M

R
(F

n.12),S.330.

（
14
）L

G
 H

am
burg W

uM
 1989,238.

（
15
）L

G
 H

am
burg W

uM
(F

n.14),S.238.

（
16
）L

G
 M

ünchen I W
uM

 1989,296.

（
17
）L

G
 M

ünchen I W
uM

(F
n.16),S.296.

（
18
）B

V
erfG

E
 79,292. 

拙
著
・
前
掲
注
（
３
）
四
三
―
四
七
頁
参
照
。
拙
著
・
前
掲
注
（
３
）
に
お
い
て
考
察
し
た
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
所
有
権
の
保
障
の

実
質
は
、
所
有
権
の
目
的
物
に
関
す
る
私
的
な
有
益
性
と
原
則
と
し
て
の
処
分
権
能
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
賃
貸
人
が
所
有
権
の
目
的
物
を
自
ら
使
用
す
る
と
い

う
自
由
・
権
能
も
ま
た
、
所
有
権
の
本
質
に
属
す
る
こ
と
等
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。

（
19
）L

G
 M

ünchen I W
uM

(F
n.16),S.297.

（
20
）L

G
 D

üsseldorf W
uM

 1991,36.

（
21
）L

G
 D

üsseldorf W
uM

(F
n.20),S.37.

（
22
）L

G
 L

übeck W
uM

 1994,22.

（
23
）L

G
 L

übeck W
uM

(F
n.22),S.22.

（
24
）L

G
 L

übeck W
uM

(F
n.22),S.22.

（
25
）L

G
 K

assel W
uM

 1989,416.

（
26
）L

G
 K

assel W
uM

(F
n.25),S.417.

（
27
）
拙
著
・
前
掲
注
（
９
）
一
六
六
―
一
七
五
頁
、
お
よ
び
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
使
用
賃
貸
借
法
の
新
た
な
展
開
と
住
居
使
用
賃
借
権
の
存
続
保
護
」
京
都
学
園
法
学
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二
〇
〇
三
年
二
号
（
二
〇
〇
三
年
）
五
〇
頁
以
下
参
照
。

（
28
）A

G
 D

üren W
uM

 1964,138.

（
29
）A

G
 D

üren W
uM

(F
n.28),S.138.

（
30
）A

G
 D

üren W
uM

(F
n.28),S.138.

（
31
）L

G
 K

assel D
W

W
 1964,363.

（
32
）L

G
 K

assel D
W

W
(F

n.31),S.363.

（
33
）L

G
 K

assel D
W

W
(F

n.31),S.363.

（
34
）A

G
 B

ensberg M
D

R
 1966,508.

（
35
）A

G
 B

ensberg M
D

R
(F

n.34),S.508.

（
36
）A

G
 B

ensberg M
D

R
(F

n.34),S.508.

（
37
）L

G
 C

oburg W
uM

 1969,26.

（
38
）L

G
 C

oburg W
uM

(F
n.37),S.27.

（
39
）L

G
 C

oburg W
uM

(F
n.37),S.27.

（
40
）A

G
 M

iesbach W
uM

 1979,190.

（
41
）A

G
 M

iesbach W
uM

(F
n.40),S.190.

（
42
）A

G
 M

iesbach W
uM

(F
n.40),S.190.

（
43
）A

G
 V

elbert W
uM

 1988,430.

（
44
）A

G
 V

elbert W
uM

(F
n.43),S.431.

（
45
）A

G
 V

elbert W
uM

(F
n.43),S.431.

（
46
）A

G
 C

oesfeld D
W

W
 1989,230.

（
47
）A

G
 C

oesfeld D
W

W
(F

n.46),S.230.

（
48
）A

G
 C

oesfeld D
W

W
(F

n.46),S.230.

（
49
）L
G

 B
erlin Z

M
R

 1989,425.
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（
50
）L

G
 B

erlin Z
M

R
(F

n.49),S.425.

（
51
）L

G
 B

erlin Z
M

R
(F

n.49),S.425.

（
52
）A

G
 H

am
burg W

uM
 1992,373.

（
53
）A

G
 H

am
burg W

uM
(F

n.52),S.373.

（
54
）A

G
 H

am
burg W

uM
(F

n.52),S.373.

（
55
）L

G
 B

ochum
 Z

M
R

 2007,452.

（
56
）L

G
 B

ochum
 Z

M
R

(F
n.55),S.453.

（
57
）L

G
 B

ochum
 Z

M
R

(F
n.55),S.454.

（
58
）A

G
 S

ch
ön

eberg G
E

 2014,1278(JU
R

IS
). 

な
お
、
こ
の
裁
判
例
の
参
照
に
つ
い
て
は
、JU

R
IS

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
た
。JU

R
IS

を
利
用
し
た
場
合
、
以
下
、

こ
の
注
の
よ
う
に
、JU

R
IS

に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
当
該
裁
判
例
の
掲
載
文
献
を
掲
げ
、
あ
わ
せ
て
、
そ
れ
をJU

R
IS

で
参
照
し
た
こ
と
を
、(JU

R
IS)

と
い
う
か
た
ち
で

示
す
こ
と
に
す
る
。

（
59
）A

G
 Schöneberg G

E
(F

n.58),Tenor.

（
60
）A

G
 Schöneberg G

E
(F

n.58),R
n.43.

（
61
）L

G
 M

ünchen I N
Z

M
 2014,638.

（
62
）L

G
 M

ünchen I N
Z

M
(F

n.61),S.639.

（
63
）L

G
 M

ünchen I N
Z

M
(F

n.61),S.639.

（
64
）L

G
 L

übeck W
uM

 2015,97.

（
65
）L

G
 L

übeck W
uM

(F
n.64),S.98.

（
66
）L

G
 L

übeck W
uM

(F
n.64),S.98.

（
67
）L

G
 B

erlin W
uM

 2015,439.

（
68
）L

G
 B

erlin W
uM

(F
n.67),S.440.

（
69
）L

G
 B

erlin W
uM

(F
n.67),S.441.

（
70
）L
G

 B
erlin W

uM
 2016,180.
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（
71
）L

G
 B

erlin W
uM

(F
n.70),S.180.

（
72
）L

G
 B

erlin W
uM

(F
n.70),S.180.

（
73
）A

G
 A

rnsberg D
W

W
 1988,182.

（
74
）A

G
 A

rnsberg D
W

W
(F

n.73),S.183.

（
75
）A

G
 A

rnsberg D
W

W
(F

n.73),S.183.

（
76
）L

G
 K

oblenz W
uM

 1987,201.

（
77
）L

G
 K

oblenz W
uM

(F
n.76),S.201.

（
78
）L

G
 K

oblenz W
uM

(F
n.76),S.202.

（
79
）A

G
 D

etm
old D

W
W

 1988,216.

（
80
）A

G
 D

etm
old D

W
W

(F
n.79),S.217.

（
81
）A

G
 D

etm
old D

W
W

(F
n.79),S.217.

（
82
）A

G
 D

etm
old D

W
W

(F
n.79),S.217.

（
83
）A

G
 D

etm
old D

W
W

(F
n.79),S.217.

（
84
）L

G
 B

onn W
uM

 1992,610.

（
85
）L

G
 B

onn W
uM

(F
n.84),S.610.

（
86
）L

G
 B

onn W
uM

(F
n.84),S.610.

（
87
）L

G
 B

onn W
uM

(F
n.84),S.610.

（
88
）L

G
 B

onn W
uM

(F
n.84),S.610f.

（
89
）L

G
 B

onn W
uM

(F
n.84),S.611.

（
90
）L

G
 E

ssen/R
uhr W

uM
 1968,199.

（
91
）L

G
 E

ssen/R
uhr W

uM
(F

n.90),S.199.

（
92
）L

G
 E

ssen/R
uhr W

uM
(F

n.90),S.199f.

（
93
）O
L

G
 Stuttgart N

JW
 1969,240.



住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
二
）
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（
94
）O

L
G

 Stuttgart N
JW

(F
n.93),S.240.

（
95
）O

L
G

 Stuttgart N
JW

(F
n.93),S.241.

（
96
）
現
行
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
ａ
条
二
項
に
対
応
す
る
。
同
規
定
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
Ⅰ
の
２
に
お
い
て
触
れ
た
。

（
97
）O

L
G

 Stuttgart N
JW

(F
n.93),S.241.

（
98
）O

L
G

 O
ldenburg Z

M
R

 1970,329.

（
99
）O

L
G

 O
ldenburg Z

M
R

(F
n.98),S.330.

（
100
）O

L
G

 O
ldenburg Z

M
R

(F
n.98),S.330.

（
101
）O

L
G

 O
ldenburg Z

M
R

(F
n.98),S.330.

（
102
）L

G
 D

arm
stadt W

uM
 1972,31.

（
103
）L

G
 D

arm
stadt W

uM
(F

n.102),S.33.

（
104
）L

G
 D

arm
stadt W

uM
(F

n.102),S.33.

（
105
）
裁
判
例
【
5
】
。

（
106
）L

G
 D

arm
stadt W

uM
(F

n.102),S.33.

（
107
）L

G
 M

annheim
 N

JW
 1964,2307.

（
108
）L

G
 M

annheim
 N

JW
(F

n.107),S.2307.

（
109
）L

G
 M

annheim
 N

JW
(F

n.107),S.2307.

（
110
）L

G
 M

annheim
 N

JW
(F

n.107),S.2307.

（
111
）L

G
 K

assel M
D

R
 1965,831.

（
112
）L

G
 K

assel M
D

R
(F

n.111),S.831.

（
113
）L

G
 F

reiburg M
D

R
 1966,419.

（
114
）L

G
 F

reiburg M
D

R
(F

n.113),S.419.

（
115
）L

G
 F

reiburg M
D

R
(F

n.113),S.419.

（
116
）L
G

 K
assel W

uM
(F

n.8),S.77.
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（
117
）L

G
 Stuttgart W

uM
 1991,347.

（
118
）L

G
 Stuttgart W

uM
(F

n.117),S.347.

（
119
）L

G
 Stuttgart W

uM
(F

n.117),S.347.

（
120
）L

G
 Stuttgart W

uM
(F

n.117),S.347.


